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第１部 

計画の概要 
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１ 計画策定の趣旨 

柏市をはじめ地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じた教

育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないとされ

ています（教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第２項）。 

 

そのため、柏市教育委員会では、平成24年３月に学校教育を中心に家庭や地域における

子どもの教育に係る分野についての中長期的な部門計画として柏市教育振興計画（前期基

本計画）を策定しました。また、平成28年３月には令和２年度までを計画期間とする柏市

教育振興計画後期基本計画を、令和２年３月には令和７年度までを期間とする第２次柏市

教育振興計画を策定し、その時代の教育課題に応じた計画づくりを進めてきました。 

 

この間、少子高齢化や人口減少、グローバル化やデジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）1の進展、新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害の発生など、社会環境が大きく

変化し、「予測困難な時代」となっています。 

 

こうした社会情勢の中、教育のより一層の振興を図り、柏市で学び育つ子どもたち一人

一人が持続可能な社会の担い手として成長し、豊かで幸せな人生を歩めるようにするため、

第３次柏市教育振興計画を策定します。 

  

 
1 デジタルトランスフォーメーション：ＩＴ（情報技術）が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされる変革。2004年に

スウェーデンのE＝ストルターマンが提唱した概念で、ビジネス分野だけでなく、広く産業構造や社会基盤にまで影響が及ぶとされる 
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２ 教育をめぐる情勢 

（１）社会情勢の変化 

近年、社会情勢は様々な面で大きく変化しています。人口については、平成20年度をピ

ークとして減少に転じており、高齢者の占める割合は増加し、子どもの占める割合は減少

し続けています。また、国際情勢の不安定化が進み、世界経済の停滞や国際的分断への懸

念が高まる状況において、グローバルな視点から社会の持続的発展に貢献できる人材の育

成が重要視されています。 

 

社会のグローバル化と合わせて、ＤＸも教育分野に大きな影響を及ぼすものとして注目

されています。とりわけ、人工知能（ＡＩ）、ビッグデータ、ＩｏＴ2、ロボティクス等の先

端技術の高度化が進む中、教育分野においてもＡＩの活用が急速に広がっています。 

また、スマートフォンなどの普及に伴い、ＩＣＴの活用は子どもの生活にも深く浸透し

ており、情報モラル3の確立や氾濫する情報の適切な活用に向けた取組が求められています。 

 

こうした中、教育分野をはじめとする様々な領域で、経済的な豊かさのみならず、精神

的な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを捉える「ウェルビーイング4」という考え

方が重視されてきています。教育に関連するウェルビーイングの要素として、「自己肯定

感」、「幸福感」、「学校や地域でのつながり」、「安全安心な環境」などが挙げられており、

教育活動全体を通じてウェルビーイングを向上させていくことが重要であると考えられ

ています。 

  

 
2 IoT：センサーを搭載したモノ同士がインターネットを介してつながることで、人が介在しなくてもモノが自動でサービスを提

供してくれるシステムのことをいう。モノのインターネット（Internet of Things） 
3 情報モラル：情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度。具体的には、他者への影響を考え、人権、知的財産権

など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任を持つことや、犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できる

こと、コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解することなどをいう 
4 ウェルビーイング：身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」と翻訳されることも多い言葉。

1946年の世界保健機関（WHO）憲章の草案の中で、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、

精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態（well-being）にあることをいいます」と用いられている 
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（２）国の動向 

① 国の動向 

大きく変化する社会情勢を踏まえ、文部科学省は令和３年に、目指すべき「令和の日本

型学校教育5」の姿として、「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学び6と、協

働的な学び7の実現」を掲げています。ここでは、児童生徒一人一人の学習ニーズに応じた

指導を充実させ、子どもが自己調整しながら主体的に取り組む学びと、互いの良い点や可

能性を生かし、友達や地域の人々など多様な他者と協働する中で異なる考え方を組み合わ

せ、より良い学びを生み出す教育を一体的に進めていくことが重要であるとされています

（p.68参照）。 

また、令和５年には「第４期教育振興基本計画」が閣議決定され、２つの総括的な基本

方針・コンセプトを示すとともに、今後の教育政策に関する５つの基本的な方針が掲げら

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 （文部科学省 第４期教育振興基本計画リーフレットより） 

 
5 令和の日本型学校教育：2020年代以降の急激に変化する予測困難な時代の中で、全ての児童生徒の可能性を引き出すために行う新し

い教育のあり方を指す言葉。「個別最適な学び」と「協働的な学び」を中心としつつ、ＩＣＴを効果的に活用することを、その主たる内

容としている 
6 個別最適な学び：児童生徒それぞれの興味・関心、理解度、学びのスタイルやペースに応じて、最も効果的な方法で学習を進める教育

のあり方を指す言葉。令和の日本型学校教育では、「協働的な学び」と一体的に充実させることが求められている 

7 協働的な学び：児童生徒が他者と協力しながら、共通の目的に向かって主体的に学び合う教育のあり方を指す言葉。令和の日本型学校

教育では、「個別最適な学び」と一体的に充実させることが求められている 
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（３）市の動向（柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針） 

柏市では、今後、年少人口の減少に伴い、児童生徒数も減少することが見込まれていま

す。ただし、地域差があり、比較的大きな規模が維持される学校がある一方で、全体とし

ては小規模な学校が今よりも増加する見込みです。 

また、学校現場では、学校に通いづらさを感じてしまう児童生徒の増加、小学校入学や

中学校進学に伴う環境の変化にうまく適応できない児童生徒も見られ、一人一人のニーズ

に合った個別の支援が求められています。一方で、教職員不足や多忙感の増大は柏市も例

外ではなく、学校に求められる役割は多様化、複雑化しています。 

柏市教育委員会では、これらの社会情勢の大きな変化と学校を取り巻く現状を踏まえ、

市立小学校、中学校、高等学校で育つ“かしわっ子”たちが、未来に向かっていきいきと

過ごすことができる魅力的な学校づくりを推進していくため、「よりよい教育環境の確保」

と「教育の質の向上」を目指して、令和７年３月に「柏市未来につなぐ魅力ある学校づく

り基本方針」を策定しました。 

この基本方針では、柏市の学校教育が目指す子ども像を設定し、その子ども像を実現す

るための取組を「誰一人取り残さない学校教育の推進」と「学びを支えるよりよい教育環

境づくり」を柱とする６つの施策に整理しています（p.69参照）。 

本計画は、この基本方針で示す学校教育に関する取組を具現化する計画として位置づけ

ています。 

 

＜市の学校教育が目指す子ども像＞ 
 

自他の対話を大切にしながら、学び続けるかしわっ子 

～よりよい自分 よりよい“かしわ”を目指して～ 

 

＜基本方針での施策＞ 
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３ 計画策定に向けて 

（１）第２次柏市教育振興計画の振り返り 

前計画である第２次柏市教育振興計画では、「学ぶ意欲を育成する」、「互いの立場を尊重

し合い、安心して学び合える環境をつくる」、「教職員の力量・学校の組織力を高める」、「地

域・家庭とともにある学校をつくる」の４つの施策に基づき、子どもたちが未来の社会を

生きる力を培い、生涯にわたって学び続ける基礎を培うための学ぶ意欲を育んできました。 

第３次柏市教育振興計画の策定に当たり、第２次柏市教育振興計画の振り返りを行いま

した。 

第２次柏市教育振興計画で設定した指標に対する令和６年度時点の達成状況は、達成率

80％以上のものが７割を超え、一定の成果が見られます。 

一方で、その達成率に関わらず、引き続き取組を推進する必要があるものもあります。 
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8 主体的・対話的で深い学び：学習指導要領に示される、学びの質を向上させるための授業づくりの視点。学ぶことに興味や関心

を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につ
なげる「主体的な学び」、生徒同士の協働、教員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考
えを広げ深める「対話的な学び」、習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせな

がら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、想
いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」の３つの要素によって構成されている 

施策１ 

「学ぶ意欲を育成する」 

達成率 指標数 割合 

100%以上 14 25.5% 

(83.6%) 90%～100% 19 34.5% 

80%～89% 13 23.6% 

50%～79% ６ 10.9% (10.9%) 

0%～49% ３ 5.5% (5,5%) 

 

 

評価点 

・水泳指導の民間委託による安全安心な環境整備 

・ＩＣＴ利活用の定着、児童教師の活用スキル向上 

・食事の重要性や食品ロスへの意識が定着 

 

継続する取組 

・「主体的・対話的で深い学び  」を視点とした授

業の推進 

・英語教育や国際理解教育の充実 

・イチカシの魅力アップ 

達成率 指標数 割合 

100%以上 ７ 22.6% 

(64.5%) 90%～100% ８ 25.8% 

80%～89% ５ 16.1% 

50%～79% ８ 25.8% (25.8%) 

0%～49% ３ 9.7% (9.7%) 

 

施策２ 

「互いの立場を尊重し合い、 

安心して学び合える環境をつくる」 

評価点 

・不登校児童支援や特別教育支援を組織的に行う

体制の整備 

・個別の教育支援計画や指導計画の作成と活用の

促進 

継続する取組 

・情報モラルに対する意識向上 

・いじめの未然防止と早期発見の推進 

・学校施設の計画的な老朽化対策 
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第２次柏市教育振興計画全体の状況 

各指標の目標値に対する達成率 指標数 割合 

達成率 100％以上 28 24.8％ 

（71.7％） 達成率 90％～99％ 32 28.3％ 

達成率 80％～89％ 21 18.6％ 

達成率 50％～79％ 24 21.2％ （21.2％） 

達成率  0％～49％ ８ 7.1％ （7.1％） 

 
 

  

施策３ 

「教職員の力量・学校の組織力を高める」 

達成率 指標数 割合 

100%以上 ２ 14.3% 

(35.7%) 90%～100% ３ 21.4% 

80%～89% ０ ０% 

50%～79% ７ 50% (50%) 

0%～49% ２ 14.3% (14.3%) 

 
評価点 

・校務 DX 化や働き方改革の研修による意識の醸成 

・教職員研修における意識共有やアウトプット機

会の増加による理解度の上昇 

 

継続する取組 

・教職員の時間外在校時間数削減の継続 

・教職員が研修で習得したスキルを効果的に実践

していくための体制整備や伴走支援 

評価点 

・学校運営協議会の全校設置による地域学校協働

活動の体制整備 

・夏休みイベントによる子どもが有意義に過ごせ

る居場所の確保 

継続する取組 

・地域学校協働活動推進員の確保や能力育成 

・アフタースクール事業の本格実施 

 

達成率 指標数 割合 

100%以上 ５ 38.5% 

(77%) 90%～100% ２ 15.4% 

80%～89% ３ 23.1% 

50%～79% ３ 23.1% (23.1%) 

0%～49% ０ ０% (０%) 

 

施策４ 

「地域・家庭とともにある学校をつくる」 
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（２）アンケート調査（概要） 

本計画を策定するための基礎調査として、市民、市立小中高等学校の児童生徒及び教職

員を対象にアンケート調査を実施しました（調査結果の詳細はp.88を参照）。 

 

調査からは、多くの設問で、回答と教育委員会が目指す方向性が一致していることが確

認できました。そのため、これらの方針に基づき、本計画でも引き続き推進していきます。 

  
どのような資質や能力が必要か（市民） 

学校教育で教えることで、特に重要なこと（教職員） 

小中学校の教育で特に充実させるべき取組（市民） 

回答者数 = 1,574

基礎的・基本的な知識・技能

問題を解決するための思考力・行動力

自ら主体的に学びに向かう力・姿勢

自分の考えを持って、表現する力

失敗を恐れず挑戦する力

新しいものや考えを生み出す創造的な力

他者への思いやりを持ち、多様な意見や考えを尊重する力

社会生活に必要な常識やきまりを守る力

集団の中で意見をまとめていくリーダーシップ

違う意見の人と歩み寄って、解決方法を決めていく力

その他

無回答

37.0

45.0

33.9

29.0

23.8

11.2

57.5

20.5

4.4

21.5

0.6

1.1

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 915

健康・安全・食に関すること

人権を尊重し、思いやりの心を育むこと

多様性を尊重し、他者と協働しながらグロ－バル社会に向けた力を
育むこと

我が国や市の歴史について理解し、伝統や文化を尊重すること

障害がある方もない方も共に豊かに生きる共生社会に関すること

自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会をつくること

主権者（国や社会の問題に対して考え、判断し、行動する人）とし
て求められる力を育むこと

その他

無回答

47.0

80.2

61.6

10.7

33.6

22.0

26.8

1.2

0.4

0 20 40 60 80 100

学力の向上

幼・保・こ・小・中学校間の連携

外国語教育・国際理解教育

理数教育

ICT 教育・情報モラル教育

道徳教育

体験活動の機会

健康維持や体力向上につながる取組

不登校支援

いじめの予防や対応

特別支援教育

日本語教育

校舎などの改修・安全対策

おいしく安全な給食の提供

その他

無回答

36.0

12.5

44.4

12.0

43.8

43.8

38.1

27.6

21.7

44.1

11.4

7.7

17.9

24.5

2.5

1.9

30.8

－

39.6

7.3

12.9

41.4

31.4

9.9

48.4

48.4

8.3

－

6.2

12.3

－

0.5

0 20 40 60 80 100

R６年度調査（回答者数＝1,574) R元年度調査（回答者数＝1,787) 
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 一方で、いくつかの設問では対象者間の回答に乖離が見られました。これらの認識のズレ

を解消するための施策を本計画に盛り込み、取り組んでいきます。 

 

 

 

  

分かりやすい勉強方法（小・中・高校生） 

自分で学習の計画を立て、自分が決めた方法で調べたり、考えたり
する学習

グル－プで話し合ったり、グル－プで作品をつくったりする学習

実験や観察、校外学習など、実際に見たり、聞いたり、触ったりし
て体験する学習

専門家や地域の人たち、外国の人などが学校に来て、授業をしてく
れる学習

タブレットなどのＩＣＴ機器を、自分の意志で使える学習

自分の考えを人に伝えたり、文章でまとめたりする学習

漢字や計算、英単語などのドリルに取り組む学習

身体を動かす学習

無回答

28.9

56.1

43.6

15.5

41.0

19.3

34.7

25.1

1.0

33.4

59.5

61.0

17.9

38.9

14.2

22.4

33.0

0.4

27.7

60.0

55.6

16.0

25.4

17.8

29.7

34.9

0.8

34.6

47.7

48.1

13.5

21.9

24.2

34.2

39.2

0.8

0 20 40 60 80 100

小学 2年生（回答者数＝2,499) 小学５年生（回答者数＝2,543) 中学生（回答者数＝1,832) 高校生（回答者数＝260) 

「必要と考える資質・能力」「学校教育のあり方・学び方」など、複数の項目で柏市教育委員会の方向性と一致している。 

どのような大人に育ってほしいか（市民・教職員） 将来どんな人になりたいか（小・中・高校生） 

回答者数 = 1,574

夢や希望を持ち、人生を送ることが
できる人

自分で考え、主体的に行動できる人

社会や周りの変化に対応できる人

多様な価値観（色々な考え方）を認
めることができる人

思いやりがあり、優しい人

困難な状況から、立ち直ることがで
きる人

世界的に活躍できる人

様々な社会問題の解決に向けて取り
組むことができる人

その他

無回答

41.4

71.9

32.5

45.4

52.8

33.1

2.2

11.7

0.5

0.2

43.6

60.0

27.4

41.0

56.1

26.7

8.1

19.4

0.8

0.9

0 20 40 60 80 100

リ－ダ－シップのある人

尊敬される人

自分の意見をきちんと言える人

いろいろなことにチャレンジする人

家族や友だちを大切にする人

自分から進んで行動を起こせる人

想像力が豊かな人

夢、目標を持っている人

失敗してもあきらめない人

19.2

21.2

15.9

32.7

43.1

12.4

6.1

20.5

21.9

20.9

30.0

16.2

19.0

41.8

13.0

6.0

24.1

20.1

17.1

39.2

17.8

15.1

35.1

14.0

17.3

17.4

15.5

12.7

37.7

20.4

13.5

32.7

13.8

11.9

21.5

10.4

0 20 40 60 80 100

市民や教職員の回答は、「自分で考え、主体的に行動できる人」に多くの回答が集まった一方で、小・中・高校生の回答と 

して、「自分から進んで行動を起こせる人」は多くなかった。 

小学２年生 

（回答者数＝2,499) 

小学５年生 

（回答者数＝2,543) 

中学生 

（回答者数＝1,832) 

高校生 

（回答者数＝260) 

市民 

（回答者数＝1，574) 

教職員 

（回答者数＝915) 
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４ 計画の方向性 

（１）柏市で育む“学ぶ力” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏市では、ペーパーテスト等で測ることができる学力だけでなく、自ら考え判断する力や表現

する力、とりわけ、外側からは見えにくい、子どもの内面的な「学びに向かう力」を重要視し、

育成に取り組んでまいりました。 
 

柏市では、「学ぶ力」とは、単に蓄えられた知識だけではなく、 

      ● 知識・技能を活用して、自ら考え判断・決定し、表現・行動できる力 

      ● 自他と対話する力、自他を大切にする力、学び続ける力、よりよくしようと挑戦する

力（子どもたちに身に付けてほしい「４つの力9」） 

      ● 認知能力と非認知能力の調和により身に付く「生きる力10」 であると捉えています。 
 

そのキーワードが「子ども主体の学び」です。 
 

これからは、子どもが自ら問いを立て、自分のペースで考え、他者と共に試行錯誤を繰り返し

ながら獲得する「子ども主体の学び」をより一層推進していきます。 
 

 柏市は、子ども一人一人のよさや可能性を最大限に伸ばしながら、豊かに生きる力を育み、子

ども一人一人の「ウェルビーイング」の向上を図り、誰一人取り残さない学校教育に取り組んで

まいります。  

 
9 4 つの力：柏市の学校教育を通じて育みたい力（p.27、p.71 参照） 
10 生きる力：「生きる力」とは、学習指導要領によると、知・徳・体のバランスのとれた育成（教育基本法第２条第１号）や、 

・実際の社会や生活で生きて働く知識・技能 

・未知の状況にも対応できる思考力・判断力・表現力等 

・学んだことを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力・人間性等 とされております（学校教育法第３０条第２項）。 

 教育基本法や学校教育法などを踏まえ、これまでの学校教育の実践や蓄積を生かし、子どもたちが未来社会を切り拓くための資質・

能力を一層確実に育んでまいります。知識・技能や思考・判断・表現といった“認知能力”と、自分を律したり自他を思いやったり仲

間と協力したりする“非認知能力”を一体的に育み、様々な学びを通して、自らの可能性を発揮する力や社会の中で多様な他者と協働

する力、よりよい社会と幸福な人生を切り拓こうと挑戦する力など、「生きる力」の育成を目指します 

  の    

        学 

２       学    

     教        

５        
        

  学     教      

  の   大 にしなが 、

学   るかし っ 

                      

学 力

 ど  

  能力    能力

                                

                    学      

             

            調         生    
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（２）基本目標 

本計画は、国や県、柏市の動向を踏まえ、次の５つの目標に向かって推進していきます。 

 

１ 子ども主体の学び 

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、個別最適な学びと協働的な学びの一体

的な充実を図ります。児童生徒が自らの興味・関心、自身の理解や進度に合わせて学びを

調整しながら、探究的に学びに取り組めるようにすることで、必要な資質・能力を育成し、

次世代を担う持続的な社会の創り手を育成します。 

 

２ 連続性のある学びの実現 

幼稚園・保育園・認定こども園から小学校、中学校までの円滑なつながりを実現させる

ため、系統性・連続性のある一貫した教育を実施し、児童生徒のウェルビーイングを高め

ていくとともに、安心して学ぶことができる学校づくりを推進します。 

 

３ 多様な教育ニーズへの対応 

「誰一人取り残さない教育」の実現に向けて、個々の教育的ニーズに対応した学びの場

を整備し、児童生徒の学ぶ権利を守るとともに、安全・安心な学校づくりを推進します。 

 

４ 学びを支える教育環境の構築 

子どもの学びを支える教職員がやりがいをもって、過度な負担なく働ける環境を整える

とともに、児童生徒が安全・安心して健やかに育つことのできる教育環境を構築します。 

 

５ 家庭・地域との連携・協働の推進 

学校と家庭、地域が連携・協働することで、社会に開かれた教育課程の実現を目指しま

す。コミュニティ・スクール11の活性化や放課後の居場所づくりを進めていくことに加え、

学校図書館の地域開放などの新たな取組に向けたチャレンジを積み重ねていくことで、

「家庭・地域とともにある学校づくり」につなげていきます。 

 

 
11 コミュニティ・スクール：学校運営協議会を設置している学校のこと 
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基本目標１ 
 

子ども主体の学び 

基本目標３ 
 

多様な教育ニーズへの対応 

基本目標２ 
 

連続性のある学びの実現 

基本目標４ 
 

学びを支える教育環境の構築 

基本目標５ 
 

家庭・地域との 
連携・協働の推進 

（３）施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自他の対話を大切にしながら、学び続けるかしわっ子 

～よりよい自分 よりよい“かしわ”を目指して～ 

目指す子ども像 

 施策１ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実 

 施策２ デジタル学習基盤による情報活用能力の育成 

 施策３ グローカル人材の育成 

 施策４ 小中一貫教育の推進 

 施策５ 幼保こ小連携の推進 

 施策６ 個別の支援が必要な児童生徒への対応 

 施策７ 不登校児童生徒への支援の充実 

 施策８ いじめ対策の充実 

 施策 11 教職員の資質・能力の向上 

 施策 12 魅力あるイチカシづくり 

 施策９ 日本語支援の充実 

 施策 10 働きがいのある職場づくりと業務の適正化 

 施策 14 学校の適正規模・適正配置の推進 

 施策 15 健康を支える給食と食育の充実 

 施策 13 安全・安心な学校施設の充実 

 施策 16 コミュニティ・スクールの活性化 

 施策 17 子どもの居場所づくり 

 施策 18 家庭への支援 

 施策 19 防災体制の整備 
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５ 計画の位置付け 

本計画は、教育基本法第17条第２項に規定する地方公共団体の定める教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画として、また、「柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方

針（以下、基本方針）」（令和７年度～令和16年度）の学校運営に関する取組を具現化する

計画として位置付けています。 

また、柏市の最上位計画である「柏市第六次総合計画」や、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第１条の３第１項に基づき、市が策定する「柏市

教育大綱」を踏まえた内容としています。 

そのほか、柏市教育委員会が別に定める、学校教育分野のうち、学校施設の維持改修等

に関する「柏市学校施設個別施設計画」や生涯学習分野に関する「柏市生涯学習推進計画」、

芸術文化分野に関する「柏市芸術文化振興計画」「柏市文化財保存活用地域計画」、図書館

分野に関する「図書館のあり方」における各取組とも連携を図ります。 

 

  

  

学校         

    
（             

教   
（       

教育    
          

          

 市 学校  
      
          
         

学校教育  に いて   

学校 教育  

    
    

         
         

 
 
 
 
 
 
 
 

生 学 
    

         
         

    

  

     
      
      

    
   
    

   

教    ，学校教  
教       

（                    
学校       

（         

  

  

  

生 学   

     

教       
（           
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６ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和８年度から令和12年度までの５年間とします。 

なお、計画の進捗状況や教育を取り巻く社会情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて見

直しを行います。 

 

 

 間（年度  

令  ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 

西暦 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

 市 

 

    

 

  

       
 

 

 

      

      

  

         

 

  

  

  

    

    

 

 
 

 

   

 

  

前計画 第３次柏市教育振興計画（令和８～令和 12）  

第４期教育振興基本計画 

（令和５～令和９） 

学習指導要領 

（平成 29～令和 11） 

柏市第六次総合計画 

前期基本計画（令和７～令和 11） 後期基本計画（令和 12～令和 16） 

前教育大綱 柏市教育大綱（令和８～令和 11） 次期教育大綱 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針（令和７～令和 16） 

次期計画 

 第４期千葉県教育振興基本計画（令和７～令和 11） 次期計画 前計画 

次期計画 

次期学習指導要領 

 
第五次 

総合計画 
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７ 計画の進捗確認 

柏市教育委員会では、合議制である教育委員会が決定した基本方針に沿った事務を教育

長及び事務局が適切に執行しているかどうかについて、教育委員会自らが事後にチェック

するとともに、地域住民に対する説明責任を果たすため、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第26条に基づき、毎年度、点検及び評価を実施しています。 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委

任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等

に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行

い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなけれ

ばならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有す

る者の知見の活用を図るものとする。 

 

国の第４期教育振興基本計画において、教育政策の推進に当たって、より効果的・効率

的な教育政策の企画・立案等を行う観点や、客観的な根拠を重視した行政運営に取り組む

ことの重要性が示されています。これを受け、柏市では、学校教育分野の基本的な計画で

ある本計画において設定する指標を用いて、点検・評価を行います。 

点検・評価により、各取組の進捗や実態を把握し、教育の充実を図ります。 
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１ 基本目標・施策・取組 

（１）取組一覧 

基本目標 施策 取組 担当課 

基本目標１ 

子ども主体の 
学び 

施策１ 

個別最適な学びと 
協働的な学びの 
一体的な充実 

1-1 子ども主体の学びを行うための学校伴走支援 指導課 

1-2 探究的な学びを実現できる教育課程の推進 指導課 

1-3 自己選択・自己決定する授業の推進 指導課 

1-4 認知・非認知能力の調和を目指した学びの調査・研究 教育研究所 

1-5 運動機会の充実 指導課 

1-6 専門職員の配置による学びを深める支援の充実 
指導課 

教育研究所 

1-7 豊かな心を育む道徳教育の推進 指導課 

1-8 読書活動の推進 指導課 

施策２ 

デジタル学習基盤に 
よる情報活用能力の 

育成 

2-1 １人１台端末を活用した授業改善 指導課 

2-2 情報モラル教育の推進 
指導課 

少年補導センター 

2-3 柏市情報リテラシー育成カリキュラムの実施 指導課 

施策３ 

グローカル人材の 

育成 

3-1 外国語を学び、多様な他者と触れ合う機会の創出 指導課 

3-2 英語力を高める授業の推進 指導課 

3-3 地域連携カリキュラムの推進 指導課 

3-4 市立柏高等学校におけるキャリア教育 
市立柏高等学校 

教職員課 

基本目標２ 

連続性のある 

学びの実現 

施策４ 

小中一貫教育の推進 

4-1 中学校区による連携強化 指導課 

4-2 義務教育学校の設置 
教育施設課 

教育政策課 

4-3 小中ギャップの緩和 児童生徒課 

施策５ 

幼保こ小連携の推進 
5-1 幼保こ小協働による架け橋期教育の充実 教育研究所 

基本目標３ 

多様な教育 
ニーズへの 

対応 

施策６ 

個別の支援が 

必要な児童生徒 
への対応 

6-1 教職員の特別支援教育に関する専門性の向上 児童生徒課 

6-2 専門職員の配置による支援の充実 児童生徒課 

6-3 教育的ニーズに応じた支援の充実 児童生徒課 

6-4 医療的ケア児への支援の充実 児童生徒課 

6-5 家庭生活に困難を抱えている児童生徒への対応 児童生徒課 

施策７ 

不登校児童生徒 
への支援の充実 

7-1 
小学校への校内フリースクール 

（校内教育支援センター）の整備 
児童生徒課 

7-2 教育支援センター事業の拡充と支援の充実 児童生徒課 

7-3 専門職員の配置による相談・支援体制の整備 児童生徒課 

7-4 学びの多様化学校の調査・研究 児童生徒課 

7-5 地域や団体と連携した不登校支援の推進 児童生徒課 

施策８ 

いじめ対策の充実 

8-1 早期発見・解決に向けた体制の整備 児童生徒課 

8-2 専門職員の配置による相談・支援体制の整備 児童生徒課 

8-3 教職員研修の充実 児童生徒課 

8-4 いじめ防止に向けた啓発事業の推進 
児童生徒課 

少年補導センター 

施策９ 

日本語支援の充実 
9-1 日本語を母語としない児童生徒への支援の充実 指導課 
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第 

２ 

部 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

基本目標 施策 取組 担当課 

基本目標４ 

学びを支える 

教育環境の 
構築 

施策 10 

働きがいのある 
職場づくりと業務の
適正化 

10-1 教職員の働き方改革の推進 教職員課 

10-2 人的サポートの充実 
教職員課 

学校教育課 

10-3 校務の情報化の推進 
指導課 

教育研究所 

10-4 電話対応業務の体制強化に向けた見直しの実施 学校教育課 

10-5 学校徴収金事務の負担軽減 学校財務課 

施策 11 

教職員の資質・ 

能力の向上 

11-1 学び続ける教職員を支える研修の充実 教育研究所 

11-2 ＩＣＴを活用した授業改善の推進 指導課 

施策 12 

魅力あるイチカシ 

づくり 

12-1 キャリア教育・国際理解教育の推進 

市立柏高等学校 

教職員課 

教育政策課 

12-2 教育環境の充実 
市立柏高等学校 

教職員課 

施策 13 

安全・安心な学校 

施設の充実 

13-1 学校施設の更新・整備 
教育施設課 

学校財務課 

13-2 教室のＩＣＴ環境の整備 指導課 

13-3 学校遊具の老朽化対策の推進 学校財務課 

13-4 学校施設の複合利用可能性の検討 教育政策課 

施策 14 

学校の適正規模・ 

適正配置の推進 

14-1 学校の適正配置とあり方の検討 
教育政策課 

教育施設課 

14-2 教室不足への対応 

教育政策課 

教育施設課 

 

学校教育課 

14-3 通学路の安全対策の実施 
児童生徒課 

教育政策課 

施策 15 

健康を支える給食と

食育の充実 

15-1 学校給食施設の整備 学校給食課 

15-2 食育の充実 学校給食課 

基本目標５ 

家庭・地域との
連携・協働の 

推進 

施策 16 

コミュニティ・ 
スクールの活性化 

16-1 地域学校協働活動の推進・支援 学校教育課 

施策 17 

子どもの居場所 
づくり 

17-1 アフタースクール事業の推進 アフタースクール課 

17-2 朝の児童の居場所づくり アフタースクール課 

17-3 夏休み子ども教室の充実 生涯学習課 

施策 18 

家庭への支援 

18-1 就学援助費の支給 学校教育課 

18-2 制服のリユース 学校教育課 

18-3 みんなの子育て広場の充実 生涯学習課 

17-2 （再掲）朝の児童の居場所づくり アフタースクール課 

施策 19 

防災体制の整備 

19-1 学校における防災体制の強化 児童生徒課 

19-2 地域と連携した訓練等の実施 児童生徒課 

 ※用語の使い分け 

推進 （政策やプロジェクトなどの）物事を積極的に前に進める 

充実 （既存の制度やサービスなどの）内容や質を豊かにする 

整備 （インフラや体制などの）必要なものを整えて使える状態にする 
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（２）各ページの見方 

   本計画の第２部では、柏市の学校教育が目指す子ども像の実現に向けた基本目標ごと

に、施策と取組の内容、その成果や取組状況を確認する指標を記載しています。 

 

 各施策には、【現状と課題】と【取組】を記載しています。 

現状と課題 施策における柏市の状況や課題を記載 

取組 各基本目標や施策を達成するために取り組む内容を記載 

 また、施策によっては【柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針】を示し

ています。ここでは、基本方針における方向性の中で、施策と関連する内容を記載

しています。 

 各基本目標において、目指す姿を記載しています。 

 目指す姿では、柏市の学校教育が目指す子ども像の実現に向け、どのように取り

組んでいくかを記載しています。 
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第 

２ 

部 
 

 
 

 
 

 

（３）指標について 

  本計画では、基本目標や施策、取組の進捗を確認するため、指標を設定しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    基本目標には、その「成果を測る指標」を設定しています。 

    基本目標を全体的に捉える「主要指標」のほか、各施策や取組での成果を測り、

多角的な視点で基本目標の達成状況を確認する指標を「参考指標」として設定し

ています。 

    設定した基準値と目標値の考え方は次のとおりです。 

基準値 

計画策定時における最新の実績値 

主には令和７年度もしくは令和６年度の実績値を設定しています。 

※注釈を付記している指標は記載の年度での値を設定しています。 

目標値 
本計画期間の満了時である令和 12 年度時点で目指す値 

現状を踏まえ、実現可能性も鑑み、目指すべき値を設定しています。 

    基準値と目標値が同値の指標は、実績を踏まえ、現状を維持していくことが 

   適当としているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    取組には、その「活動状況を測る指標」を設定しています。 

    設定した基準値と目標値の考え方は基本目標の指標と同様です。 

    指標によっては、基準値や目標値の設定について注釈を付記しているものがあり

ます。 
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基本目標１ 子ども主体の学び 

目指す姿   

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、個別最適な学びと協働的な学びの一体

的な充実を図ります。児童生徒が自らの興味・関心、自身の理解や進度に合わせて学びを

調整しながら、探究的に学びに取り組めるようにすることで、必要な資質・能力を育成し、

次世代を担う持続可能な社会の創り手を育成します。 

 

基本目標に対する指標 

 指標名 基準値 目標値 

主
要
指
標 

物事に取り組んだときに、どうすればもっとよくでき

るか考えることのできる児童生徒の割合 

小:78.6％ 

中:85.0％ 

小:90％ 

中:90％ 

課題解決に向けて、自分で考え、自分から取組む児童生

徒の割合 

小:80.6％ 

中:78.7％ 

小:90％ 

中:90％ 

参
考
指
標 

自分のペースで理解しながら、学習を進めることがで

きる児童生徒の割合 

（＊中学生は令和８年度から調査予定です） 

小:83％ 

中: ― 

小:90％ 

中:90％ 

子どもたちに身に付けてほしい４つの力（４段階評価）

(※) 

対話 3.26 

大切 3.24 

学ぶ 3.07 

挑戦 3.20 

対話 3.3 

大切 3.3 

学ぶ 3.3 

挑戦 3.3 

全国学力・学習状況調査12の結果（標準化得点13）  

（＊理科は平成 31 年度、英語は令和５年度調査を基準とし

ます） 

小 6:国 100 

算 100 

理 100 

中 3:国 100 

数 100 

理 100 

英 101 

小 6:国 101 

     算 101 

     理 101 

中 3:国 101 

     数 101 

     理 101 

     英 102 

体育の授業を除く１週間の総運動時間として、１日に

60 分以上運動している児童生徒の割合 

小:36.5％ 

中:62.0％ 

小:45.0％ 

中:65.0％ 

市費会計年度任用職員の配置についての満足度 95.6％ 100％ 

１週間に読書を全くしない児童生徒の割合 
小:17.1％ 

中:38.8％ 

小:2％ 

中:8％ 

教員のＩＣＴ活用状況 
小:84.2％ 

中:79.4％ 

小:100％ 

中:100％ 

英語を使ったコミュニケーションが好きだと答える児

童生徒の割合 

小:64.6％ 

中:60.1％ 

小:80％ 

中:80％ 

ＣＥＦＲ Ａ１(英語検定３級程度)の英語力を有する

中学３年生の割合 
57.6％ 70％ 

 
12 全国学力・学習状況調査：文部科学省が全国的な児童生徒の学力や学習状況の把握・分析等をするために実施する調査で、毎年４

月に小学６年生及び中学３年生を対象に実施 
13 標準化得点：全国の平均正答率を 100 として換算した場合に柏市の平均正答率を換算した値。全国と柏市の学力の状況を比較する

際に用いている 

(※)４つの力は見直しを行い、令和８年度から新たな項目を設定しているため、設定した基準値は令和７年度の関連する
項目の実績を集計した値としています。 
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基
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２ 

基
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目
標
３ 

基
本
目
標
４ 

基
本
目
標
５ 

 

施策１ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実 

現状と課題   

グローバル化や情報化など、子どもを取り巻く社会の急激な変化に対応するため、知識

を一方的に習得するだけでなく、一人一人の資質・能力や興味・関心に応じた学びを保障

するとともに、多様な価値観に触れながら課題を解決していく学びが求められています。 

児童生徒が主体的・自律的に学ぶ力を育成する「個別最適な学び」と、持続可能な社会

の創り手となるために必要な資質・能力を育成する「協働的な学び」の一体的な充実を図

り、「主体的・対話的で深い学び」を実現させていくことが求められています（p.70参照）。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 学び続ける力（アウトプット、主体性、多様性を重視した学び）を日常の授業で育成 

● 認知能力（基礎的な知識・技能）(＊)、非認知能力14（協調性や忍耐力などの社会情

緒的スキル）の育成 

  (＊)認知能力には、思考力・判断力・表現力なども含まれます。 

 

取組   

 

1-1 子ども主体の学びを行うための学校伴走支援 指導課 

子ども主体の学びを行うため、各校や中学校区単位での課題やビジョンを共有し、授業改善

の視点を示し、学校が自走していけるよう伴走型の学校支援を行います。 

また、教員が情報共有し、専門性の向上ができるよう、研修や支援を実施します。 

指標 基準値 目標値 

要請訪問15やパーソナルサポート16の実施した学校

の割合 
74.6％ 100％ 

 

1-2 探究的な学び17を実現できる教育課程の推進 指導課 

社会に開かれた教育課程の実現を目指すとともに、次期学習指導要領を見据え、児童生徒

や地域の実態に応じたカリキュラム・マネジメント18の手段として、授業時数特例校制度19

等の積極的な活用を推進し、探究的な学びの時間の確保に努めます。 

指標 基準値 目標値 

探究的な学びを実践している学校の割合 
小:95.2％ 

中:90.4％ 

小:100％ 

中:100％ 

 
14 非認知能力：個人の能力のうち、いわゆる「認知能力（知識・技能や思考・判断・表現なども含まれる）」には該当しない種類の能力

の総称。非認知能力（協調性や忍耐力などの社会情緒的スキル）には多様な内容が含まれる 
15 要請訪問：校内研修会の全体協議会、授業研究会などの指導・助言 
16 パーソナルサポート：要請訪問に向けての指導案検討、個別相談、緊急の対応など 
17 探究的な学び：児童生徒が自分で課題を設定し、情報を収集・分析しながら、他者と協働して解決に向けて主体的に取り組む学び。 
18 カリキュラム・マネジメント：文部科学省によって「学校教育の質を高めるために、教育課程を軸に学校全体の教育活動を組織的・

計画的に改善・運営していく取り組み」として位置づけられている手法。教科横断的な視点での教育課程の編成・実施・改善、PDCA

サイクルに基づく教育活動の継続的な向上、教職員の連携や地域・保護者との協働を視野に入れた人的・物的資源の有効活用などを駆

使して、社会に開かれた教育課程を実現していくことが目指されている 
19 授業時数特例制度：p.70参照 
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1-3 自己選択・自己決定する授業の推進 指導課 

個別最適な学びの推進に向けて、各校の実情を踏まえながら、自己選択・自己決定を重視す

る授業づくりに向けた情報提供や研修の機会を充実させていきます。 

指標 基準値 目標値 

自己選択・自己決定の授業を行う教科専門指導員20

等の授業公開数 
２回 年 20 回 

 

1-4 認知・非認知能力の調和を目指した学びの調査・研究 教育研究所 

 認知能力と非認知能力の一体的な育成を目指して調査研究を行います。 

 また、調査研究を基に学力・学習状況調査等21の活用研修を充実させ、学習指導の充実や学習

状況の改善、子どもたちのウェルビーイングの向上を推進します。 

指標 基準値 目標値 

調査・研究の活用に向けた研修や情報発信の実施回数 ３回 年３回以上 

 

1-5 運動機会の充実 指導課 

・小学校体育サポート教室事業22では、指導者を派遣し、体育授業を展開することで、児童が日

常的に運動に取り組む力を向上させます。また、教員の体育授業におけるスキルアップを図

ります。 

・部活動の地域展開の推進により、自校の部活動にない種目への参加など、学校外での活動機

会の創出を図ります。 

・小学校水泳指導の委託を全校で継続します（うち２校はインストラクター派遣を実施予定）。

中学校の水泳指導のあり方についても、調査・検討を進めます。 

指標 基準値 目標値 

小学校体育サポート教室事業の指導者派遣割合 85％ 100％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 教科専門指導員：市内の小中学校において優れた授業実践を行っている教員を教科専門指導員に任命し、市内教職員に向けて授業参

観の形で公開している。授業公開後には参観者で振り返りを行い、授業のポイントを整理して自己研鑽につなげている 
21 学力・学習状況調査等：文部科学省や市が児童生徒の学力や学習状況の把握・分析等をするために実施する調査 

22 小学校体育サポート教室事業：児童が主体的に活動し、成功体験を味わうことや、教師が運動の特性に応じた補助の仕方や運動する

場の設定などを学ぶことを目的とし、民間スポーツクラブ講師を派遣する事業 

写真１ 部活動の地域展開 
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1-6 専門職員の配置による学びを深める支援の充実 
指導課 

教育研究所 

・低学年児童への学習面、生活面へのきめ細かな支援を行うことで、認知能力、非認知能力の

育成を目指します。学校へのアンケートなどを通して、各学校の現状や希望を基に低学年支

援教員23の配置や支援を実施します。 

・理科教育支援員24を適切に配置し、観察・実験の準備・片付けや理科室・理科準備室の環境整

備、授業支援等を行うことで、理科教育の充実を図ります。 

・学校司書25を適切に配置し、学校図書館の環境整備をはじめ、教科指導と連携した授業づくり

を支援します。 

・ＩＴ教育支援アドバイザー26による教員の教材作成、授業準備等の支援や児童生徒のＧＩＧＡ

端末利用時のサポートをすることで、ＩＣＴを効果的に活用できる環境を整備します。週１

回程度の派遣のほか、学校の要望に応じて業務依頼を行います。 

・各学校の現状や希望を基に市内小学校へ算数支援教員27を配置します。児童の学び続ける力の

育成に向けて、算数科におけるつまずき解消を目指し、担任と協働で児童への指導・支援を

行います。 

また、教育専門アドバイザー28（小学校算数）を配置し、算数支援教員及び学校現場の教職員

への助言・指導や、算数科授業力向上のための研修等への助言・指導を行います。 

指標 基準値 目標値 

教育専門アドバイザーや指導主事による専門職員へ

の訪問支援回数 
291 回 年 440 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 理科教育支援員による授業支援 

 

 

 
23 低学年支援教員：小学校1・2年生の授業補助、生活補助などを行うことで、児童の実態に応じたきめ細かな指導を実施し、学ぶ意

欲の定着につなげるために、市費により配置する教員免許を持った会計年度任用職員 
24 理科教育支援員：理科授業における指導補助や実験や教材等の準備などを行うため、市費により各学校に配置する会計年度任

用職員 
25 学校司書：学校図書館において司書にあたる業務を行う職員 
26 IT教育支援アドバイザー：教職員や児童生徒がＩＣＴを活用する際の支援やトラブルが起きた際の対応等を行うため、市費（委

託）により配置する者 
27 算数支援教員：指定小学校において、算数科における授業支援を行うため、市費により配置する教員免許を持った会計年度任

用職員 
28 教育専門アドバイザー：学校図書館、教科指導などに関する助言・支援を行うため市費により配置する会計年度任用職員。指導

力の強化が必要とされる分野や各校の中核となる教職員を対象として配置する 
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1-7 豊かな心を育む道徳教育の推進 指導課 

・「特別の教科道徳」を核とし、自ら考え、判断する力を育む道徳教育を推進します。 

・各校で作成した道徳教育全体計画を収集し、取組状況を確認のうえ情報共有できる体制を整

備します。 

指標 基準値 目標値 

道徳の授業支援を行った学校の割合 33.3％ 100％ 

 

1-8 読書活動の推進 指導課 

・学校図書館がラーニングコモンズ29としての役割を果たすよう、目的を持った読書活動を推進

します。 

・市立図書館と連携した取り組みとして、小学校では子ども司書講座や「夏休みおすすめ本コ

レクション（POP）」の展示、中学校を対象として開催しているビブリオバトル30を継続して実

施します。 

・学校図書館運営マニュアルや授業で活用する単元を絞った学校図書館の活用リーフレット

（毎年更新）を配布します。 

・電子版の百科事典など、調べ学習に活用できるコンテンツについて研修等で周知していきま

す。 

・学校図書館に関わるアドバイザーやコーディネーターにより、教職員に対する探究的な学びの 

 推進につながる研修の実施や学校支援の充実を図ります。 

指標 基準値 目標値 

学校図書館に関わるアドバイザーやコーディネータ

ーの訪問支援回数 
142回 

年 189回 

(年３回／校) 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 学校司書による読み聞かせ 

  

 
29     グコモ   学校   等 お   読 だ     調べ  やグル    学     的  た  的 共有スペ ス 
30 ビブリオバトル：発表者がおすすめの本を紹介し、その発表を聞いて「一番読みたくなった本」を投票で選び、本の魅力を共有

する、読書の楽しさと知的交流を広げるイベント。知的書評合戦 
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 柏市で育む４つの力 

○ はじめに 

教育分野をはじめとする様々な領域で、経済的な豊かさのみならず、精神的

な豊かさや健康までを含めて幸福や生きがいを捉える「ウェルビーイング」と

いう考え方が重視され、認知能力だけでなく、非認知能力（社会情緒的スキ

ル）への関心が国際的に高まっています。 

柏市では、平成 28年度からの柏市教育振興計画後期基本計画や令和３年度

からの第２次柏市教育振興計画において、子どもたちに身に付けてほしい力を

４つの力として示し、目指す姿に向けて各種取組を進めてきました。 

こうした取組を踏まえ、「柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針」の

策定を受けて、「柏市の学校教育が目指す子ども像」を測る指標として、これま

での４つの力の枠組みを踏襲しつつ見直しを行いました。 

 

 

★４つの力と重点項目（p.71 も参照） 

○ ４つの力とは 

これまでも、そしてこれからも柏市の学校教育を通じて育みたい４つの力

です。 

今回の４つの力には、それぞれ３つの重点項目を設定し、大切にしたい

学びの姿を示しています。子どもも大人もこれらの姿を考えながら、学校

教育を通じて育んでいきます。 

 

TOPICS 
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施策２ デジタル学習基盤31による情報活用能力32の育成 

 

現状と課題   

近年、社会情勢の変化に伴い、教育分野におけるＤＸはますます進展し、遠隔・オンラ

イン教育など学びの在り方が大きく変化しています。そこで柏市では「学校教育情報化推

進計画」（p.72参照）を策定し、学校教育における更なる情報化を推進しています。 

学校教育においては、１人１台端末の活用や教育データによる学びの個別最適化、オン

ライン教育の推進、課題やニーズの早期発見・対応、校務の効率化などを通じて、新たな

学びへの着実な移行を目指す必要があります。 

さらに、デジタル技術の活用とともに、これまでの学校教育で重視されてきた対面での

指導や、学び合い、多様な体験活動など従来の学校教育の特徴も活かしつつ、デジタルと

アナログ、オンラインと対面の最適な組み合わせによって教育効果を向上させていくこと

が重要です。 

 

 

取組 

 

2-1 １人１台端末を活用した授業改善 指導課 

・２nd GIGA 33に向けて教員の授業観の転換を図り、情報活用能力の育成を念頭に、目的をもっ

て児童生徒に委ねる場面を積極的に設定できるよう研修や支援を行います。 

・学校間格差の是正に向けて、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させる実践や、

情報活用能力の育成・発揮に向けた実践等の情報共有や研修を行います。  

指標 基準値 目標値 

１人１台端末に係る活用研修の公開動画数 １件 ５件 

 

  

 
31 デジタル学  盤 児童生徒 学     ため  備された ICT端末 ネットワ     ウド   教 ソフトウェ    含む

教         言 。 べ  児童生徒  1人1台端末   高速ネットワ       備       最適   的 学 

     ため   教 ICT政策（GIGAス  ル 想      ため  盤   位置   れ    
32 情報活用能力：必要な情報を収集・判断・表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力（ＩＣＴの

基本的な操作スキルを含む。）や、情報の科学的理解、情報社会に参画する態度 
33 ２nd GIGA：国の教育ＩＣＴ政策であるGIGAスクール構想の第２期にあたる取組で、ＩＣＴ環境の「整備」から「活用」へと

進化させるフェーズ。2024年度から本格的に始動している。端末・ネットワークの更新と安定化、教育データの利活用、教員のＩ

ＣＴ活用能力の向上と働き方改革等を目指している 
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2-2 情報モラル教育の推進 
指導課 

少年補導センター 

・各学校の課題や要望に応じて、指導主事を派遣して出前授業を実施します。出前授業は、児

童生徒が普段から意識すべきことや直面する諸課題について、児童生徒が自分で考え、解決

できる力を身に付けることを目指し、内容を工夫して実施します。 

・情報モラル教材を活用し、発達段階に応じた指導が行えるよう、様々な事例のアニメーショ

ン動画、指導案・ワークシート資料、情報モラル CBT34などを提供するほか、IT アドバイザー

Online「柏市情報モラル・リテラシー（授業で使える教材）」コーナーを設け、これらのコン

テンツの提供及び周知に努めます。 

指標 基準値 目標値 

情報モラル教材の活用実績 87％ 100％ 

 

2-3 柏市情報リテラシー育成カリキュラムの実施 指導課 

・柏市情報リテラシー育成カリキュラム基づき、小中９年間において体系的に情報活用能力の

育成を進めます。 

・ＩＴ教育支援アドバイザーによるＩＣＴ活用支援の充実を図ります。  

指標 基準値 目標値 

ＩＴ教育支援アドバイザーの活用実績数（週平均） 1.4 日 ２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真４ 情報モラル出前授業の様子     写真５ ＩＴ教育支援アドバイザーによる支援 

 

  

 
34 情報モラルＣＢＴ：児童・生徒の情報モラルの知識理解や判断力を判定するためのコンピュータを使用したテスト。テスト結果

から個別の学習状況やクラス全体の傾向を確認することができ、授業づくりに活用することを目的としている。ＣＢＴはComputer 

Based Testingの略 
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施策３ グローカル人材の育成 

現状と課題   

グローバル化が進む現代社会において、日本や郷土への愛着や誇りを持ちつつ、世界で

活躍する人材や、グローバルな視点を持って地域コミュニティを支える人材を育成してい

くことがますます求められています。このような「グローカル35人材」の育成に向けて、国

際理解教育を推進していくことや、コミュニティ・スクール等を活用して地域と連携した

地域学習を深めていき、「Think globally、Act locally36」の視点で、持続可能な社会の創

り手を育成していくことが重要です。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 英語教育・国際理解教育の推進 

● 英語力の向上を図るための環境整備 

● 地域と連携した地域学習の推進 

 

取組 

 

3-1 外国語を学び、多様な他者と触れ合う機会の創出 指導課 

・児童生徒が授業で学んだ英語を活かす場として、国際交流会や Online Kashiwa English Camp

など、実際に交流の機会を創出することで推進していきます。 

・市内外にある各機関と連携・協働し、外国語を体験的に学ぶ機会の充実を図ります。 

・授業内外でＡＬＴ37、小学校外国語授業支援員38と触れ合う機会を創出することで、自国のよ

さを知った上で、英語をより身近なものとして認識できるようにしていきます。 

（＊国際交流事業については p.32 も参照） 

指標 基準値 目標値 

国際交流の機会 32 回 年 63 回 

 

  

 
35 グローカル：国際化社会において「全世界」と「地域」とを同時に見据えたあり方を指す言葉。「世界的な・地球規模の」

（globalization）と「地域的な・地域レベルの」（localization）を合わせた造語である 
36 Think globally、 Act locally：「世界規模で物事を考え、地域で活動する」を意味する言葉 
37 ＡＬＴ：主に外国語教育の充実を図るため、担任や外国語担当教員等の助手として、市費により配置する外国人指導者（会計年

度任用職員又は派遣労働者）。Assistant Language Teacherの略語 
38 小学校外国語授業支援員：外国語教育の充実を図るため、担任や専科の補助として、市費により小学校に配置する英語が堪能な

日本人のこと 
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3-2 英語力を高める授業の推進 指導課 

英語を使用したコミュニケーションが好きになることで、もっと学びたいという意欲が高ま

り、授業でも達成感を得ることで、結果として検定等に挑戦してみたいという気持ちを育みま

す（p.72 参照）。 

また、検定料の助成について、他自治体での実績や成果課題を調査研究します。 

指標 基準値 目標値 

英語でのコミュニケーションを重視した研修の実施

回数 
２回 年３回 

 

3-3 地域連携カリキュラムの推進 指導課 

地域に愛着をもち、ふるさと柏の未来を創る人材を育成するため、社会に開かれた教育課程

の視点のもと作成された、地域学習や地域と連携する教育活動を体系的に示したカリキュラム

（グランドデザインや単元配列表等）を収集し、市内各学校に共有します。 

指標 基準値 目標値 

カリキュラム共有事例数 ０事例 21 事例 

 

3-4 市立柏高等学校におけるキャリア教育 
市立柏高等学校 

教職員課 

全学年を対象としたインターンシップ39のほか、講演会や課題解決型の探究活動など、各年

次に応じた地域に根差したキャリア教育を実施します。 

指標 基準値 目標値 

インターンシップの参加希望人数 24 人 年 30 人 

 

 

写真６ 社会科の授業での地域学習の様子 

 

39 インターンシップ：学生が在学中に、企業などで労働に従事し、業務に携わる体験をすること 
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国際交流事業 

○ 国際交流事業について 

グローバル化が加速する中、自国や郷土への愛着や誇りを持ち、世界で活躍する

人材や、グローバルな視点を持って地域コミュニティを支える人材を育成すること

が求められます。 

柏市では、外国語教育にとどまらず、多様な他者とのコミュニケーションの中

で、自他の良さに気づき、発信力を養う体験的な学びを創出、推進します。 

【国際交流会】 

 

【Kashiwa Online English Camp】 

 子どもたちが１人１台端末を活用し、ＡＬＴから出

される課題に、英語で説明する動画を提出します。 

 すべての生徒にＡＬＴからメッセージによるフィー

ドバックが送られます。 

 柏市国際交流協会や柏市近隣の各教育機関、海外

の大学と連携し、対面やオンラインによる国際的な

交流の機会を創出しています。今後も交流の対象を

拡大していきます。 

【各機関との連携による交流事業】 

 国際交流会では、ＡＬＴがチームで訪問し、授業を行い

ます。 

 子どもたちにとっては、学んだ英語を活かし、様々な国 

から来ている多様な他者と関わる機会になります。 

TOPICS 
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基本目標２ 連続性のある学びの実現 

目指す姿   

幼稚園・保育園・認定こども園から小学校、中学校までの円滑なつながりを実現させる

ため、系統性・連続性のある一貫した教育を実施し、児童生徒のウェルビーイングを高め

ていくとともに、安心して学ぶことができる学校づくりを推進します。 

 

基本目標に対する指標   

 指標名 基準値 目標値 

主
要
指
標 

小中一貫教育を意識した取り組みを行っている学校の

割合 
12.6％ 100％ 

幼保こ小の接続段階がフェーズ３40の実施 ０校 42 校 

参
考
指
標 

学校が好きと回答した小学１年生の割合 91％ 92％ 

 

 施策４ 小中一貫教育の推進 

現状と課題   

小・中学校が目指す子ども像を共有し、義務教育の９年間を見通した教育を進めること

で、系統性・連続性のある教育活動を実現していく「小中一貫教育41の推進」が求められて

います。 

また、「小中ギャップ42」と呼ばれる小学校から中学校への進学時に生じやすい学習面や

生活面でのつまずきなど、様々な教育課題の緩和・解消にも効果が期待されています。 

誰一人取り残さない教育を推進するために、これまで以上に小中学校の連携を深めてい

きます。今後は、小中学校間の人事交流を活性化することも視野に入れつつ、小中一貫教

育の取組をさらに推進していきます（p.73参照）。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 市内全校で小中一貫教育を推進。義務教育９年間を通して系統性、連続性のある教育

活動を実施 

 

 

 

 
40 フェーズ３：幼児教育と小学校教育の円滑な接続を目指すプロセスのうち「実施・検証」にあたる段階のこと。フェーズ１「基盤づ

くり」、フェーズ２「検討・開発」に続くプロセスであり、フェーズ４「改善・発展」につながっていくものとされる（） 
41 小中一貫教育：小学校と中学校を連続した一つの期間として捉え、９年間を通して一貫した教育を行うもの 
42 小中ギャップ：小学校から中学校への進学時に生じる学習・生活・人間関係などの環境の違いによって、児童生徒が不適応を感

じる現象。具体的には、不登校やいじめの増加、学習意欲の低下などが問題視されている 
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取組  

4-1 中学校区による連携強化 指導課 

小中一貫教育の本格導入に向けた準備として、令和９年度までは市内３つの中学校区・合

計８つの学校を協力校に位置付け、９年間を見通した学びの実現に向けて、先行して取り組

む体制を構築します。協力校の小中合同の具体的取り組みや実践等を全学区に展開できるよ

う、各中学校区に担当の指導主事を派遣します(KMGs43、p.35参照)。 

指標 基準値 目標値 

伴走する職員の派遣率 95.2％ 100％ 

 

4-2 義務教育学校44の設置 
教育政策課 

教育施設課 

・義務教育９年間を見通した学びの連続性や系統性を強化した小中一貫教育の実践を全市的に

推進するに当たり、小学校施設の老朽化への対応が急務となっている柏中学校区（柏中学

校、柏第一小学校、旭東小学校）において、柏市初の義務教育学校として令和 12 年度に開校

することを目指し、関係者との協議や施設整備を進めます。 

 また、義務教育学校の整備に当たっては、駅周辺の多様な機能が集約した地区に立地する学

校であることから、災害時の避難所機能の強化を図る観点など、地域の防災力向上と強靭な

都市構造の形成に資する視点も踏まえた学校整備を推進します。 

・その他の中学校区においても、一定の条件（地域との協議、児童生徒数に見合う敷地や施設

の確保、財政面等）が整う場合には、施設一体型の義務教育学校の設置を検討します。  

指標 基準値 目標値 

事業の周知・説明回数 ４回 年４回 

 

4-3 小中ギャップの緩和 児童生徒課 

義務教育学校の設置や中学校区での連携を進めることで、教職員間の引き継ぎをより円滑に

し、小中ギャップの緩和を図ります。 

指標 基準値 目標値 

円滑な引継ぎができている学校の割合 100％ 100％ 

 

 

 

 

 

 
43 KMGs：各中学校区で設定する共育目標や目指す児童生徒像の実現のために、学校生活における様々な課題を共有し、小中や小小

の連携を通じて、共通理解を深め、義務教育9年間を見通した系統的な取組。柏市未来につなぐ魅力ある学校づくりの頭文字をと

った言葉 
44 義務教育学校：初等教育（小学校などにおける教育）と前期中等教育（中学校などにおける教育）までの義務教育を一貫して行

う学校 
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○ 各部会での取組 

中学校区ごとに小中の教員合同で課題に応じた部会を立ち上げています（教育

課程、学力向上、特別支援、情報教育等）。部会ごとに対面やオンラインで情報を

共有しながら、児童生徒に身に付けさせたい資質能力やそれに向けた取組を検討

しています。 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり（KMGs） 

G M K 

○ KMGsとは 

柏市の学校教育が目指す子ども像は「自他の対話を大切にしながら学び続けるか

しわっ子～よりよい自分、よりよい“かしわ”をめざして～」です。これを受け

て、市内各中学校区で設定する目指す児童生徒像の実現のために、学校生活におけ

る様々な課題を共有し、小中の連携や小小の連携を通じて、義務教育９年間を見通

し、系統的な教育活動を行っていく取組が KMGsです。 

令和６年度から市内３中学校区を協力校に指定し、先行的な取組を実施していま

す。令和９年度以降、市内全中学校区において全面的に実施していきます。 

小学生が中学校 音楽集

会リハ サル  観 

６年生が中学校  

  室 見学 

場所が離れ     

オ  イ  共有 
 校 職員が 

 面  共有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPICS 
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施策５ 幼保こ小連携の推進 

現状と課題   

小学校から中学校への接続と同様に、幼稚園・保育園・認定こども園から小学校に進学

する際の接続をスムーズに行うために、幼保こ小が緊密な連携体制をとることも重要です。 

また、幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期であり、

小学校においてはその芽生えを更に伸ばしていくことが必要となるため、特に「架け橋期」

（５歳児から小学校１年生の２年間）における教育内容やカリキュラムを幼保こ小が連

携・協働しながら充実させていくことが重要です（p.73参照）。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 小１プロブレム45や小中ギャップ、心身発達の早期化に対応 

 

取組  

5-1 幼保こ小協働による架け橋期教育の充実 教育研究所 

・柏市版架け橋期カリキュラム共通シート46を活用し、幼稚園・保育園・認定こども園と小学校

がともに子どもの育ちや学びを見通したり、振り返ったりしながら日々の教育活動を評価す

ることに取り組みます。 

・架け橋期の子どもたちのよりよい成長に向け、柏市幼保こ小連絡協議会47による連携体制を強

化し、各園と各校との交流や教職員の連携活動などを推進します。 

指標 基準値 目標値 

小学校が柏市版架け橋期カリキュラム共通シートを

活用して園との連携を行った最低回数 
１回 年２回 

 

 

 

 

 

 

 

写真７ ５歳児と小学校１年生の交流活動の様子 

 
45 小１プロブレム：小学校入学当初、幼稚園・保育園・認定こども園との環境の違いから子どもに生じる問題のこと。落ち着きの

ない行動や集団行動の乱れなどが見られる 
46 柏市版架け橋期カリキュラム共通シート：柏市における架け橋期カリキュラムの実施を補助するために用いる共通シートのこ

と。幼保こ小が協働して、育みたい子どもの姿や資質・能力、園で展開される活動や小学校の生活科を中心とした各教科等の単元

構成等を明確化したもの 
47 柏市幼保こ小連絡協議会：幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続を目指し、幼稚園・保育園・認定こども園と小学校の相互理

解と連携の充実を図るための組織。各地区（10地区）から幼稚園、保育園、認定こども園と小学校の関係者が参加している。協議

会全体としての協議、情報収集、啓発活動のほか、地区別の連絡協議会を開催し、各小学校区における交流活動を推進している 
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基本目標３ 多様な教育ニーズへの対応 

目指す姿   

「誰一人取り残さない教育」の実現に向けて、個々の教育的ニーズに対応した学びの場

を整備し、児童生徒の学ぶ権利を守るとともに、安全・安心な学校づくりを推進します。 

 

基本目標に対する指標   

 指標名 基準値 目標値 

主
要
指
  

ＳＯＳを出す相手・手段があると考える児童生徒の割合 84.9％ 100％ 

参
考
指
  

研修会後のアンケートで、研修内容が「充実した」と回

答した人の割合 
94％ 100％ 

配置要望に対する個別支援教員（特別支援）の充足率 52.9％ 100％ 

いずれの機関等ともつながりがない児童生徒数（海外へ

の一時帰国等を除く） 
26 名 ０名 

いじめの重大事態の件数 １件 ０件 

ネット上で被害又はトラブルにあった児童生徒の割合 

【LINE】 

小６：５％ 

中２：３％ 

高２：２％ 

【ネット】 

小６：３％ 

中２：２％ 

高２：２％ 

【LINE】 

小６：２％ 

中２：１％ 

高２：１％ 

【ネット】 

小６：２％ 

中２：１％ 

高２：１％ 

前年度分のいじめの解消率（※1） 98.6％ 100％ 

  
（※1）いじめが「解消している」状態とは、文部科学省の「いじめの防止等のための基本的な方針」にお

いては、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある、とされています。 

   ・いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも３か月が目安） 

   ・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

   この考え方に基づき、当該年度の全国一律の調査時点で３か月を経過していない場合は、「解消して

いる」とはなりませんが、この指標は前年度に発生した事案すべてに対して状況を確認しています。 
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施策６ 個別の支援が必要な児童生徒への対応 

現状と課題   

すべての学校において、通常の学級を含む学校全体で、個別の支援を要する児童生徒一

人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を行うことが求められています。自立と社会参

加を見据え、連続性のある多様な学びの場と切れ目ない支援の充実を図っていく必要があ

ります（p.74、75参照）。 

このような取組により、障害の有無に関わらず、誰もが互いに人格と個性を尊重する共

生社会の基盤を築いていくことが重要です。 

加えて、多様な形での教育を受ける機会を確保するための仕組みとして、リカレント教

育の機会の充実など、「誰一人取り残さない教育」の実現に向け、幅広い受け皿の構築が社

会全体のニーズとして求められています。 

また、児童虐待やヤングケアラー48等への対応について、社会的な関心が高まっていま

す。これらの家庭生活において困難を抱えている児童生徒に対しては、関係機関と連携し

た迅速かつ確実な対応が求められています。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 「誰一人取り残さない」教育の充実 

● インクルーシブ教育システム49の構築  

● 教員の専門性及び指導力の向上 

● 一人一人のニーズに応じた就学先の決定 

 

取組  

6-1 教職員の特別支援教育に関する専門性の向上 児童生徒課 

管理職、特別支援教育担当者をはじめとする全教職員の専門性や指導力の向上のための研修を

充実させて、学校全体の特別支援教育の推進を図ります。 

指標 基準値 目標値 

特別支援教育に関する校内研修を実施した学校数 53 校 63校 

 

  

 
48 ヤングケアラー：本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども 
49 インクルーシブ教育システム：障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。障害のある者が一般の教育制度から排除されないこ

と、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられていること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されること等が必要

とされている 
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6-2 専門職員の配置による支援の充実 児童生徒課 

・通常の学級で個別の支援を要する児童生徒の増加に対応できるよう、個別支援教員（特別支

援）50の拡充を図ります。校内委員会で対象児童を決定し、学級への入り込みによる指導及

び、必要に応じて個別の取り出し指導を行います。 

・個別の支援を要する児童生徒の増加に対応できるよう、教育支援員51の拡充を図ります。特別

支援学級に在籍する児童生徒の生活及び学習の支援や、通常の学級で車いすを使用しているな

ど、個別の支援を要する児童生徒の移動支援等を行います。 

指標 基準値 目標値 

配置要望による教育支援員の充足率 49.7％ 60％ 

 

6-3 教育的ニーズに応じた支援の充実 児童生徒課 

・個別の支援を要する児童生徒が、実態や教育的ニーズに応じて適切な支援を受けられるよう

な就学相談体制を構築します。 

・福祉・医療等関係機関と連携しながら、通常の学級、通級による指導52、特別支援学級53な

ど、それぞれの学びの場での支援を充実させます。 

・特別支援学級において、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育課程を編成していきます。 

指標 基準値 目標値 

通級指導教室（情緒の教室）の設置校数 ３校 ８校 

 

6-4 医療的ケア児54への支援の充実 児童生徒課 

・医療的ケアコーディネーターの配置及び医療的ケア指導医の派遣により、安全・安心な医療

的ケア実施体制の充実を図ります。教員と医療的ケア看護師が連携して、個別の教育支援計

画等を活用しながら、医療的ケアが必要な児童生徒の自立を見据え、一人一人の教育的ニー

ズに応じた支援を行います。 

・医療的ケアが必要な児童生徒に対して、適切にケアを実施するために各校に不足がないように

医療的ケア看護師を配置します。 

指標 基準値 目標値 

医療的ケアが必要な児童生徒のうち、個別の教育支

援計画等を作成して支援を行っている割合 
58.3％ 100％ 

 

  

 
50 個別支援教員（特別支援）：小学校において、主に通常の学級で特別な支援を要する児童に対して、学級への入り込みによる指

導及び、必要に応じて個別の取り出し指導を行うため、市費により配置する教員免許を持った会計年度任用職員 
51 教育支援員：主に特別支援学級に在籍する児童生徒に対して生活及び学習の支援を行うため、市費により配置する会計年度任用

職員 
52 通級による指導：小学校・中学校等において、通常の学級での授業におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒

に対して、障害に応じた特別の指導を行う指導形式 
53 特別支援学級：小学校・中学校等において、障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために

設置される学級 
54 医療的ケア児：日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童生徒等のこと 
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6-5 家庭生活に困難を抱えている児童生徒への対応 児童生徒課 

児童虐待やヤングケアラーなど、家庭生活において困難を抱えている児童生徒について、スク

ールソーシャルワーカーを活用し、他機関との確実な報告・連携を図ります。 

指標 基準値 目標値 

スクールソーシャルワーカーの配置人数 18 人 23 人 

 

 

施策７ 不登校児童生徒への支援の充実 

現状と課題   

近年、全国的にも不登校児童生徒数は増加傾向にあり、柏市においても同様の傾向が見

られます。不登校児童生徒への支援においては、子どもの学びの選択肢（居場所）を確保

することに加えて、不登校児童生徒の個々の状況を踏まえ、適切な相談・支援を行ってい

くための体制づくりや、子どもたちが通いたくなる魅力ある学校づくりが重要になります。

（p.76参照） 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 教育相談体制を整え、不登校児童生徒に対応できる環境を整備し、学びの選択肢（居

場所）を確保 

● 子どもたちが安心して自発的に行きたくなるような学校づくりの推進 

 

取組  

7-1 
小学校への校内フリースクール（校内教育支援センター55）

の整備 
児童生徒課 

不登校対策として、小学校への校内フリースクール（校内教育支援センター）の整備を進めま

す。 

 併せて、小学校への個別支援教員（生徒指導・不登校支援）配置の拡充を図ります。 

指標 基準値 目標値 

校内フリースクール（校内教育支援センター）が

設置された小学校数 
２校 42 校 

 

  

 
55 校内教育支援センター：クラスに入りづらいと感じている児童生徒の居場所や学びを継続できる場所として市内小中学校に設

置するもの。個別支援教員を配置し、学習支援や教育相談を行う 
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7-2 教育支援センター56事業の拡充と支援の充実 児童生徒課 

教育支援センターにおけるアウトリーチ支援として、スクールソーシャルワーカーと協力し

た家庭訪問を実施します（p.76 を参照）。 

また、あすなろキャンプ57・自然体験学習、「ひまわりの会58」による不登校経験者の講話等を

通じて、不登校に関しての情報提供、個別相談の実施等の社会的自立に向けたきっかけづくり

に繋げます。 

指標 基準値 目標値 

教育支援センターによる家庭訪問により本人と面

会できるようになった割合 
75％ 100％ 

 

7-3 専門職員の配置による相談・支援体制の整備 児童生徒課 

スクールソーシャルワーカー59の全中学校区への配置や個別支援教員（生徒指導・不登校支援）

の全中学校配置により、教職員、管理職を中心に専門職と連携し、個々のケースや要望に対して

チームで適切な支援を実施します（p.76 を参照）。 

指標 基準値 目標値 

スクールソーシャルワーカーの配置人数 18人 23人 

 

7-4 学びの多様化学校60の調査・研究 児童生徒課 

不登校児童生徒それぞれの実態に配慮した学びの機会を確保するための選択肢の一つとして、

学びの多様化学校の調査・研究を進めます。 

指標 基準値 目標値 

学びの多様化学校研究校数 １校 年１校 
 

  

 
56 教育支援センター：柏市在住の長期欠席児童生徒やその保護者を対象に、児童生徒の個々の状況に応じた適切な学習指導と教育

相談、訪問活動を実施する。市内５か所に設置しており、学校と家庭以外の居場所づくりの支援を行う 
57    ろキャ    市 小中学校 在籍   長 欠席児童生徒  象    市教 委員会 催  事。職場 験や 然 験

    お   集団     こ や達成感 味      内容 毎年企 運営     
58 ひま   会  市教 委員会 催     市在住 不登校児童生徒  護者  象  た集 。不登校      援状況 

不登校 関  講演会        
59 スクールソーシャルワーカー：教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒の置かれ

た環境に様々な方法で働き掛けて支援を行う市費配置の会計年度任用職員 
60 学びの多様化学校：不登校児童生徒等の実態に配慮した特別の教育課程を編成する必要があると認められる生徒に対し、教育課

程の基準によらずに特別の教育課程を編成して教育を行う学校。旧称「不登校特例校」 
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7-5 地域や団体と連携した不登校支援の推進 児童生徒課 

・「ひまわりの会」による、不登校経験者の話を聞く機会の提供や、進路についての情報提供、

個別相談の実施など、学校連絡システム61を活用して広く保護者に周知します。 

・学校の意向を踏まえて、学校運営協議会などにおいて、実情に合わせた不登校児童生徒支援の

具体的な取組について検討していきます。 

・不登校児童生徒における学びの選択肢の一つとして、民間のフリースクールとの連携などに

ついて、国や他自治体の動向を確認しつつ、調査研究を進めていきます。 

指標 基準値 目標値 

保護者に連絡すべき不登校関連情報のうち、学校

連絡システムを通じて保護者に周知している割合 
66％ 100％ 

 

 

施策８ いじめ対策の充実 

現状と課題   

近年、いじめの問題に対する社会的関心はますます増加しており、それにともなって、

いじめの積極的な認知に向けた取組が求められています（p.78参照）。認知が進む一方で、

依然としていじめを背景とした問題は、学校教育における大きな課題であることも事実で

す。いじめの未然防止、早期発見・早期解決を可能にする支援体制の整備や、関係機関と

の連携強化を通じて、いじめが発生した際に適切に対応できる体制を構築することが極め

て重要になります。 

また、いじめ対策への継続的な取組を重ねることで、「いじめは絶対に許さない」という

環境や意識の醸成を図ることが求められています。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 学校間、関係機関、保護者、地域との連携体制の強化 

● 生徒指導と教育相談の両輪による、学校の諸課題における未然防止や早期発見・早期

解決 

● いじめ発生時の適切な対応 

  

 
61 学校連絡システム：学校関係者や保護者が、学校連絡をメールやスマホアプリといった複数の方法で受け取ることを可能とする

サービスのこと 
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取組  

8-1 早期発見・解決に向けた体制の整備 児童生徒課 

・匿名相談アプリ「STANDBY」を活用して、市内小学校５年生から市立高校３年生までを対象と

した相談窓口と相談体制の充実を図ります。 

 また、各学校へ「シャボテンログ62」を活用した心の健康観察の促進についても、導入に際し

ての研修の実施などを含め、継続して推奨していきます（p.78 参照） 

・市内全ての小中学校にいじめ防止基本方針の策定を義務付け、各学校では校長の強いリーダ

ーシップのもとこの基本方針に基づく取組を進めています。「柏市いじめ防止基本方針」と

「いじめ問題対応の手引き」は３年ごとの改訂となるため、時代に沿ったいじめ防止基本方

針となるよう、改訂に当たっては、いじめ問題対策連絡協議会の委員の意見を参考にしなが

ら進めていきます。 

指標 基準値 目標値 

シャボテンログの活用校数 ３校 63校 

 

8-2 専門職員の配置による相談・支援体制の整備 児童生徒課 

教育支援センターでは、通室者との面談・家庭訪問の実施により、不登校児童生徒及びその

保護者に対しての支援を行います。教育支援室63では、市スクールカウンセラー64による面談を

実施し、本人・保護者の困り感に対して学校と連携していることを活かし、適切な支援へと繋

げていきます。 

指標 基準値 目標値 

いじめ解消率（※1） 64.8％ 100％ 

 

 

8-3 教職員研修の充実 児童生徒課 

生徒指導等に関する実践的な指導力を養うため、初任者研修にて生徒指導、教育相談をテー

マにした講座を、夏季特別研修では、児童虐待や人権尊重をテーマにした講座を継続して実施

します。 

また、生徒指導を適切に行う資質や能力は、全ての教職員に必要とされるという認識のも

と、初任者研修や生徒指導主任研修等で必要とされる資質や能力の向上を図る内容を組み込み

ながら実施します。 

指標 基準値 目標値 

生徒指導主任研修の開催回数 4回 年 4回 

 

 
62 シャボテンログ：児童生徒の心身の状態を記録するためのアプリケーション。１人１台端末を用いて毎日または定期的なアンケ

ートに回答することで、自身の心身の状況を管理することを助ける。子どもの自己管理能力を高めることや、子どもの不調を予見
することを促進することができる 
63 教育支援室：教育相談員や教育相談心理士による、子育てに関する相談活動を実施する施設 
64 スクールカウンセラー：学校における教育相談体制の充実・強化を図るために臨床心理士など、心理臨床の専門的な知識・経験

を有し、児童生徒のカウンセリングや保護者・教職員等の助言・援助を行う専門家 

（※1）いじめの解消率の考え方は p.37 に記載のとおりです。この考え方に基づき、全国一律の調査時点
で、３か月を経過している事案が「解消している」に含まれます。 
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8-4 いじめ防止に向けた啓発事業の推進 
児童生徒課 

少年補導センター 

・柏市全体にいじめ防止の啓発を広めていくための効果的な手立てについて、いじめ防止サミ

ット65を通じて検証していきます。サミットについては、各中学校の代表者が主体的に取り組

み、かつ取組の成果を検証できるような体制を構築します。 

・未然防止の観点から、いじめ防止授業の実施を検討します。さらに再発防止授業について

は、いじめが起きた背景を適切に検証することが大切です。授業の前に内容を把握し、より

効果的な授業となるように取り組みます。 

・児童生徒が互いの人権を尊重し、思いやりの心を育むことを目的として、人権擁護委員等に

よる講演会及び授業を実施します。 

・児童生徒が普段から意識すべきことや直面する諸課題について、児童生徒が自分で考え、解

決できる力を身に付けることを目指し、各学校で行う出前授業の内容を工夫します。 

指標 基準値 目標値 

出前授業の実施回数 107回 
年 189回 

（年３回／校） 

 

      

 

       

 

   

 

 

 

 

写真８  じめ防止サミット KASHIWA 

 

  

 
65 いじめ防止サミット：「柏市児童虐待及びいじめ防止条例」において、毎年12月を「いじめ防止啓発月間」と定め、この一環と

して行う取組。各中学校から代表生徒を集め、いじめを防止するための学校での取組等を話し合う場 
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施策９ 日本語支援の充実 

現状と課題   

近年、全国的に外国人の数は増加傾向にあり、その子どもが日本の中で教育を受ける機

会も増えつつあります。また、母語とする言語も多様化しています。誰一人取り残さない

教育の実現のためには、市内に在住する外国人等をはじめとした、日本語を母語としない

児童生徒が適切な教育を受けられるよう、環境整備と支援体制の充実に向けた取組を進め

ていくことが求められます（p.79参照）。 

 

取組  

9-1 日本語を母語としない児童生徒への支援の充実 指導課 

・日本語を理解することが困難な市立小中学校在籍の外国籍等児童生徒に対し、日本語指導の

技術を有する者を派遣し、日常生活や学習で必要な支援が行えるよう、日本語教育支援員の増

員、グループ支援、オンライン支援等の持続可能な日本語支援体制を整備します。 

・多言語に対応するアプリの導入など、ＩＣＴを活用した支援環境を整備します。 

指標 基準値 目標値 

要請に対する支援の割合 100％ 100％ 
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基本目標４ 学びを支える教育環境の構築 

目指す姿   

子どもの学びを支える教職員がやりがいをもって、過度な負担なく働ける環境を整える

とともに、児童生徒が安全・安心して健やかに育つことのできる教育環境を構築します。 

 

基本目標に対する指標   

 指標名 基準値 目標値 

主
要
指
  

   が安心  学ぶこ が            

    割 （※1  
83.6％ 100％ 

     向   こ が   時間が確 され  

   感じ   教職員 割  
62％ 70％ 

参
考
指
  

月 時間外在校等時間が 45時間 満 教職員 割  50％ 100％ 

研修 理解度 研修内容    理解  た （4 段階

評価  
3.69 3.7 

研修 有 度 研修  学 が    仕事     

  （4段階評価  
3.68 3.7 

研修  践度 研修  学  仕事   ( 践)  

た  
88％ 88％ 

安全 使    学校遊  割  100％ 100％ 

公 小中学校給食   衛生管理 準 満た た  

 割  
23％ 29％ 

 市 作 れた食べ物が給食 使 れ   こ   

っ   児童生徒 割  
72％ 90％ 

  （※1    標は        標  達成 向  新た      標    策 時点  準   数値が  

こ    類  値     市教 委員会が    生 学 意 調査 お   困った時 相談   人 手

段が   思 ま    学校は好      学校 トイレは使 や       それぞれ 回答 平均値  

準値        ま 。 

  



第２部 実現に向けた取組 

47 

 

第 

２ 

部 

基
本
目
標
１ 

基
本
目
標
２ 

基
本
目
標
３ 

基
本
目
標
４ 

基
本
目
標
５ 

 

 

施策１０ 働きがいのある職場づくりと業務の適正化 

現状と課題   

学校における働き方改革については、ＩＣＴによる業務効率化や支援スタッフの配置拡

充等が進み、その成果が着実に現れてきていますが、依然として長時間勤務の教職員も多

い状況です（p.80参照）。全国的にも、採用倍率の低下や教師不足、療養休職者の増加とい

った課題が生じています。教職員の仕事を働きやすく、やりがいのあるものとしていくた

め、学校・教師が担う業務の適正化を一層推進し、働き方改革の取組を加速させていくこ

とが求められています。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 教職員が担う業務の明確化 

● 働きがいのある職場環境づくり 

● 子どもと向き合う時間を確保 

 

取組 

10-1 教職員の働き方改革の推進 教職員課 

・毎月実施する在校等時間調査の結果を市内全小中学校に還元します。併せて、セルフチェッ

クシートを配付することで、教職員一人一人が自分の時間外在校等時間を把握し、翌月の働

き方の改善につなげます。 

・教職員の負担軽減に向けた学校用務や施設管理等の見直し策として、先進自治体への視察な

どの調査研究を行うとともに、外部委託化に向けた検討を行います。 

 併せて、見直しに向けた財源確保の検討を進めるとともに、国・県からの財政支援措置につ

いても機会を捉えて要望していきます。 

・定期的なストレスチェックや産業医の学校訪問による希望面談の実施、またメンタルヘルス

に係る資料配付や研修の推進を行うほか、相談がしやすい職場の雰囲気づくりについて定例

の校長会や教頭会で周知を図り、教職員一人一人の心身の健康が保持できるようにしていき

ます。 

・働き方改革について、実践的な取組をしている市内小中学校に協力を依頼して作成した「柏

市の学校における働き方改革事例集」を各学校に紹介し、文部科学省が示す同様の事例集と

合わせて積極的に利活用するよう働きかけます。 

 また、働き方改革を推進することで、現場の士気（モラールアップ）の向上を図り、その成

果と課題を各校で共有して各学校への浸透を図ります。 

指標 基準値 目標値 

中学校区で連携した働き方改革の実施率 15％ 50％ 
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10-2 人的サポートの充実 
教職員課 

学校教育課 

・各支援員のサポートが各学校に適切に行き届くように、学校の要望も鑑みて勤務時間・勤務

形態・配置を行っていきます。 

・教員が児童生徒に向き合う時間を確保することを目的として、校務補助員の全校配置を目指

し、教職員の負担軽減に取り組みます。 

・保健室の執務を円滑に進めるために、養護教諭支援員の派遣を継続して実施していきます。 

指標 基準値 目標値 

事故対策教員66による未配置の解消率 60％ 80％ 

 

10-3 校務の情報化の推進 
指導課 

教育研究所 

校務や学校事務の情報化を推進し、効率化を目指します。中学校においてはデジタル採点の

活用を促進していきます。さらに、生成ＡＩを教育活動の中で具体的に活用する方策を検討し

ていきます。 

指標 基準値 目標値 

学校のＤＸ化の状況 
小:81％ 

中:79％ 

小:100％ 

中:100％ 

 

10-4 電話対応業務の体制強化に向けた見直しの実施 学校教育課 

保護者等への対応の質の向上や子どもと向き合う時間の確保を目的として、学校に通話録音

装置の設置、コールセンターの設置を検討します。 

指標 基準値 目標値 

電話対応業務の体制を強化した学校数 ０校 52 校 

 

10-5 学校徴収金事務の負担軽減 学校財務課 

先進市や近隣市の取組を調査しながら、事務負担の軽減につながる取組として、学校徴収金67

の事務の見直しに取り組みます。学校の教職員へのヒアリングを実施するなど、事務負担の原

因を把握するための取組を行います。 

指標 基準値 目標値 

負担軽減の取組を行った学校数 ０校 63校 

 

 

 
66 事故対策教員：教員の急な療養休暇、看護休暇、男性の育児休暇など、突発的な欠員に対して補充する教員 
67 学校徴収金：学校校納金ともいい、教育活動上必要となる経費のうち、児童生徒の所有にかかるものや児童生徒に還元されるも

のにかかる経費として、学校が保護者から徴収する教材費、校外学習費、卒業関係費、生徒会費などをいう 
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施策１１ 教職員の資質・能力の向上 

現状と課題   

「令和の日本型学校教育」の実現に向けた新しい時代に求められる学びや、児童生徒の

多様なニーズに対応していくためには、教職員の資質・能力を向上していくことが不可欠

です。また、ＩＣＴを活用した様々な取組が推進されていく中、教職員においてもＩＣＴ

を適切に活用し、それを児童生徒に指導していくための能力が求められています。教職員

の状況やニーズを踏まえ、その資質や能力を向上させることを支援する体制づくりが重要

になります。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 体系的・計画的に学びを進められる研修体系の構築 

● 教育課題を解決するために職層に応じて必要なマネジメント力の育成 

● 主体的に学び続ける教職員の育成 

● 教職員のニーズ、教育課題に基づいた研修の実施 

 

取組 

11-1 学び続ける教職員を支える研修の充実 教育研究所 

・各年次研修に「アクションプラン実践研修68」を位置づけるなど、教職員の職層に応じて必要

な資質・能力（マネジメント力・課題解決力・実践的指導力など）の向上を目指した研修を

設計・実施します（p.81 参照）。 

・「研修転移69」を促進するため、社会情勢や現場教員のニーズを把握したり、対話や情報共有

を通して教職員同士の連携強化を狙ったりするなど、参加者が主体的に参加できる研修の実

施及び研修効果の調査・改善を行っていきます。 

・人材育成アドバイザー70を配置し、研修の設計・運営の助言や管理職への個別の支援・助言を

行います。 

指標 基準値 目標値 

研修の運営評価の平均値（５段階評価） 4.63 4.65 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 アクションプラン実践研修：学校教育目標の実現に向けて、学校(自己)の教育課題を設定し、具体的な行動計画や戦略に基づい

て課題解決を図る研修 
69 研修転移：研修で学んだことが実際の現場で活用され、成果が生み出されること 
70 人材育成アドバイザー：学校管理職に対し、学校経営などに関する助言・支援を行う市費配置の一般職任期付短時間勤務職員 

写真９ 教職員の年次経験者研修 
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11-2 ＩＣＴを活用した授業改善の推進 指導課 

・ＩＣＴ活用が必要となる教育現場でのニーズや課題に基づき、研修内容や特性に合わせたプ

ラットフォーム等を活用して研修を実施します。 

・デジタル学習基盤を用いた学び方の改善に向けて、実践事例を創出し広く周知します。 

指標 基準値 目標値 

研修受講割合 50.5％ 80％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ １to１委員会とは 

本委員会は、教育委員会が選定した学校現場の教員で構成され、令和３年度よ

り活動を開始しています。市内小中学生に配付されている１人１台端末を最大限

に活用し、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善を研究してい

ます。大切にしていることは「子どもたちが自ら考え、学び方を工夫する力（学

び方を学ぶ力）」を育むことです。 

１人１台端末を活用した「子どもたち自身で学び方を学ぶ教育」の事例を市内

小中学校へ広く周知し、柏市全体の学びの質の向上を目指します。 

 

○ デジタルを活用した学びの調整（自己調整） 

授業のねらいを明確にし、デジタル学習基盤（端末やクラウド環境等）を使いな

がら、「自分の学びの進み具合や方法」を振り返り、自ら調整する時間を意図的に

設ける実践の様子です。 

 

 

 

１人１台端末を活用した授業改善検討委員会 
（１to１委員会） 

 

TOPICS 
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施策１２ 魅力あるイチカシづくり 

現状と課題   

柏市唯一の市立高等学校である市立柏高等学校（イチカシ）では、「第三次教育計画」を

基に、これからの時代に合った教育と、地域に根差した学校を目指して取組を進めていま

す。 

入学者選抜における志願倍率は、普通科では１～1.3倍、スポーツ科学科では例年ほぼ１

倍で推移しています（p.82参照）。 

イチカシに通う生徒にとってより良い学習環境を整備するとともに、キャリア教育71、グ

ローバル教育、部活動等の特色ある教育活動を充実させ、市立高等学校としての魅力を高

めていくことが求められています。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 学習環境の充実 

● キャリア教育の推進 

● 地域と歩み続ける部活動 

● 積極的なイチカシの魅力発信（県立学校との差別化） 

 

取組 

12-1 キャリア教育・国際理解教育の推進 

市立柏高等学校 

教職員課 

教育政策課 

・キャリア教育や国際理解教育をはじめとする様々なイチカシ独自の特色ある教育活動を実施

しており、今後、更なる拡充を検討していきます。 

・全学年を対象としたインターンシップのほか、講演会や課題解決型の探究活動など、各年次

に応じた地域に根差したキャリア教育を実施します。 

・外国人特別入学者選抜の実施により、国際教養クラスに海外にルーツを持つ生徒が在籍する

ことで、日々の学校生活を通じて異文化理解を深める環境を整えます。 

・トーランス北高校（アメリカ・カリフォルニア州）と 30 年以上にわたり実施している語学研

修（相互受け入れ）をはじめとし、希望者に対して隔年で実施する中国やオーストラリアの

姉妹校との語学研修など、海外姉妹校との交流を継続します。 

・イチカシの将来を見据えた持続可能な学校運営体制の構築を目指し、学校や関係機関、教育

委員会で、これからの在り方についての検討を進めます。 

指標 基準値 目標値 

海外姉妹校との活動回数 72 回 年 72 回 

 

 

 

 
71 キャリア教育：社会的・職業的自立を促すために必要な意欲・態度や能力を育てる教育 
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12-2 教育環境の充実 
市立柏高等学校 

教職員課 

・実践的なＩＣＴ活用スキルの習得を目指し、情報の収集・分析・発信に関する基本的なスキ

ルに加え、プレゼンテーションやデータの活用、ＡＩリテラシーなど、将来に直結する実践

的な能力を育成します。 

・情報を用いた問題解決力や論理的思考力を高める授業を展開し、１人１台のタブレットを活

用したグループワークやプレゼンテーションなどを通じて、協働的な学びを促進します。 

・生徒主体の検討会を通じて、生徒が主体的に活動する部活動や、地域に根差した部活動の実

現を目指します。 

・食堂や売店、スクールバスの導入に関して、費用面、人材確保及び部活動のスケジュールの

観点から、長期的な視点をもって検討します。 

・魅力ある学校づくりのため、充実した施設を適切に維持管理します。 

指標 基準値 目標値 

 生徒の１日当たりのＩＣＴ活用状況 3.5 時間 4.5 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真10 市立柏高等学校の人工芝グラウンド 
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○ 社会課題解決型学習とは 

 令和６年から市立柏高等学校で始まった社会課題解決型学習（ソーシャルチェン

ジ）では、課題対応能力を育み、社会参画意識を高めることを目的としています。

２学年の生徒がクラスごとにグループを編成し、７つのミッションから地域課題を

選び、柏市の未来について話し合い、プレゼンテーションを行いました。 

 活動の一環として、市役所から柏市の抱える課題について説明を受け、行政の視

点を学ぶ機会もありました。さらに、学年代表グループは副市長と教育長に発表

し、副市長からは良かった点や改善点の講評があり、教育長からは「ソーシャルチ

ェンジをできるのは皆さんです。今後の活躍に期待します」との激励がありまし

た。 

 生徒たちはＳＤＧｓの視点を取り入れ、環境や福祉など持続可能な社会づくりを

意識した提案に挑戦しました。この活動は、次世代の地域リーダー育成に向けた大

きな一歩となっています。 

 

 

 

 

 

 

市立柏高等学校における社会課題解決型学習 

令和６年度生徒発表作品 生徒に向けた説明会 

TOPICS 
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施策１３ 安全・安心な学校施設の充実 

現状と課題   

柏市における学校施設は、築40年以上経過した建物が約７割を占め、施設の老朽化が顕

著に進んでいます（p.83参照）。子どもたちが安全・安心に学べる環境を確保するため、計

画的な改修や建替に取り組んでいますが、その整備には多額の費用を要することが大きな

課題となっています。 

こうした状況の中で、学校施設は子どもたちの学びを支える重要な基盤であり、安心し

て過ごせる環境を整えることが不可欠であることから、様々な観点からの財源確保の工夫

を重ねていく必要があります。 

学校施設の老朽化への対応に加え、時代の変化に合わせた新しい学びへの対応など、安

全・安心で質の高い教育環境の整備を継続的に行っていくことが求められています。 

人口減少・少子化が進む未来に向けて、持続可能な行財政運営と適切な教育環境の確保

を両立していく観点からは、学校施設の地域開放のほか、複合利用の可能性を検討してい

くことも課題となっています。 

学校周辺も含めた地域全体のまちづくりの観点も交えて、整備の方向性を検討していく

ことが重要になっています。 
 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 近年の建設に係る現状（建設コスト増や人員不足等）を踏まえた計画の見直し 

● 対応の優先度を考慮した改修又は建替の実施 

 

取組 

13-1 学校施設の更新・整備 
教育施設課 

学校財務課 

・平成 31 年３月に策定した「柏市立学校施設個別施設計画72」に基づき、更新・整備を進めて

いましたが、当該計画の第Ⅰ期が令和７年度に終了することに伴い、令和６、７年度の２か

年で計画の見直しを行いました。 

・第Ⅰ期の整備状況を踏まえ、実現可能な計画とすることから、工事手法を再検討し、校舎に

ついては、長寿命化改良工事から大規模改修工事への見直しを行います。 

・計画の見直しに当たって、児童生徒数・学級数の推計や施設の老朽化等を勘案した学校改修

計画にしていきます。 

・施設の改修と併せて、備品の入替も含めた幅広い視点から、教育環境の充実に向けた取組を

検討します。 

指標 基準値 目標値 

①校舎大規模改修工事の着手数 

②屋内運動場長寿命化改良工事の着手数 

①０校 

②０校 

①12校 

②10校 

 
72 柏市立学校施設個別施設計画：柏市内の学校施設の安全性を確保しつつ、教育環境の維持及び向上を目指し、効率的、効果的に

施設整備を進めるために策定された市の計画。学校施設の中長期的な維持管理コストの縮減や予算の平準化に努め、継続的な施設

整備を行うことで、学校施設に求められる教育機能を確保することを主な内容としている 
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13-2 教室のＩＣＴ環境の整備 指導課 

１人１台端末を日常的に活用し、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図るため

に、各教室に安定したＷｉ－ＦｉなどＩＣＴ環境を継続して整備します。 

指標 基準値 目標値 

教室におけるＩＣＴ環境の整備率 100％ 100％ 

 

13-3 学校遊具の老朽化対策の推進 学校財務課 

各学校の遊具点検を実施し、老朽化した遊具の修繕・撤去に取り組みます。撤去と併せて、

遊具の更新・整備を行い、児童・生徒が安全に遊具を使用できる環境整備を進めます。 

指標 基準値 目標値 

学校遊具点検の実施割合 100％ 100％ 

 

13-4 学校施設の複合利用可能性の検討 教育政策課 

学校は児童生徒の学び舎に留まらず、「地域と連携・協働する場」の機能も有することから、

他の公共施設との複合化・共用化について、先進自治体の事例の調査研究を進めます。 

指標 基準値 目標値 

施設の複合利用についての調査研究事例数 １例 年１例 
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施策１４ 学校の適正規模・適正配置の推進 

現状と課題   

柏市においても、少子化の進行による児童生徒数の減少に伴い、地域や学校による差は

ありますが、全体としてクラス替えができない規模の小さな学校が増加していく見込みで

す（p.84参照）。学校規模に応じて、各校において工夫しながら学校運営を行っているとこ

ろですが、子どもたちが将来をたくましく生き抜く力を身に付けるため、一定の集団規模

を確保する学校づくりを進めていく必要があります。 

そのため、令和７年３月に「柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針」を策定し、

この基本方針に掲げた望ましい学校規模73・学校配置及び望ましい通学距離を踏まえ、子ど

もたちが安全かつ安心して通学できる学校づくりを進めていきます(p.84、85参照)。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 小学校、中学校、義務教育学校について、望ましい学校規模、学校配置及び通学距離

に関する基準の設定 

● 一定の集団規模を確保する学校づくりの推進 

● 通学路の安全対策の充実・強化 

 

取組 

14-1 学校の適正配置とあり方の検討 
教育政策課 

教育施設課 

規模の大きな学校及び小さな学校における学校運営や教育上の工夫等について、調査研究を

進めます。 

また、児童生徒数・学級数推計において、柏市が設定する「望ましい学校規模」を将来的に

上回る、あるいは下回る（一定の集団規模の確保が困難）と見込まれる学校の教育環境を維持

するため、学区外就学要件や通学区域の見直し、特別教室の普通教室への転用や校舎の増築、

学校統合や小中一貫校化など、各校の状況に応じた教育施策を個々に検討・実施していきま

す。 

指標 基準値 目標値 

学校の在り方に関する視察回数 ３回 年３回 

 

  

 
73 望ましい学校規模：柏市において、学校間の教育条件や教育水準を一定に保ち、教育の公平性を確保するとともに、目指す子ど

も像・学校教育を実現するために適当と思われる学級数や児童数のこと。「柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針」では、

小学校は１学年当たり３学級～４学級（学校全体では18学級～24学級）、中学校は１学年当たり４学級～６学級（学校全体では12

学級～18学級）、義務教育学校は前期課程１学年当たり３学級～４学級、後期課程１学年当たり４学級～６学級（学校全体で30学

級～42学級）が望ましい学校規模としている 
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14-2 教室不足への対応 

教育政策課 

教育施設課 

学校教育課 

児童生徒数・学級数推計に基づき対応している教室不足対策について、推計の精度の向上に

努めるとともに、学区外就学74及び区域外就学75の要件や通学区域の見直し、校舎の増改築等を

適宜、学校とも情報共有を図りながら検討、実施します。 

指標 基準値 目標値 

基準日（5.1）時点の教室不足発生校数 １校 年０校 

 

14-3 通学路の安全対策の実施 
児童生徒課 

教育政策課 

通学上の安全を確保するための対策を、地域の実情を踏まえて講じていきます。 

特に柏としての望ましい通学距離（通学時間）を超過している児童に対しては、既存路線バ

スやスクールバス（タクシー）も含めた対策を検討していきます。 

指標 基準値 目標値 

通学路の安全点検により、危険個所を把握してい

る小学校数 
32校 ０校 

 

  

 
74 学区外就学：柏市に住民登録がある児童生徒に対して、通学区域に基づきあらかじめ指定した小中学校以外の柏市立小中学校へ

の通学を認めること 
75 区域外就学：柏市以外に住民登録がある児童生徒に対して、柏市立小中学校への通学を認めること 
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施策１５ 健康を支える給食と食育の充実 

現状と課題   

柏市の学校給食施設は、築30年以上経過している施設が全体の約７割を占め、施設の老

朽化が進んでいます。 

また、多くの施設は、平成21年に「学校給食衛生管理基準」が施行される以前に建設さ

れたものであり、現在求められている衛生管理の水準を満たすためには、当該基準に基づ

いた施設の改修が必要となっています。  

児童生徒の健やかな成長を支えるためには、生涯にわたり心身の健康を保持増進するた

めの資質と能力の育成が重要とされています（p.86参照）。 

現在、学校現場では食育を通じて、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身に付けられるよう取り組んでいますが、地場産物の活用促進など、学校給食のさらな

る充実や食育の効果的な実施が課題となっています。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 学校給食施設の衛生管理の充実強化 

● 生きる力と豊かな人間性を育む食育の推進 

 

取組 

15-1 学校給食施設の整備 学校給食課 

・学校給食安全衛生基準に適合するよう、計画的に改修を行い、衛生的で安全な環境の整備を

進めていきます。 

・学校給食センターは、施設や敷地が狭いことによる課題を踏まえ、移転建て替えを進めてい

きます。 

・新しい学校給食センターと高田小学校の調理場には、臨時的に給食を提供できる能力を整備

し、給食施設の改修時に給食を停止しない体制を構築します。 

指標 基準値 目標値 

計画期間内に整備に着手する施設数 ０件 ４件 

 

15-2 食育の充実 学校給食課 

・子どもたちの学びへの興味や関心、理解を深めるために、食育や季節の行事等に関連付けた

献立の提供等を通して、学校給食を「生きた教材」と活用していきます。 

・地場産物を積極的に使用するとともに、給食時間や給食だより等を活用して地域の身近な食

材の魅力を伝えるなど、地域への愛着や誇りを感じられる機会を充実させていきます。 

指標 基準値 目標値 

地場産物に係る食に関する指導の平均取組回数 12.6回 12回以上 
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基本目標５ 家庭・地域との連携・協働の推進 

目指す姿   

学校と家庭、地域が連携・協働することで、社会に開かれた教育課程の実現を目指しま

す。コミュニティ・スクールの活性化や子どもの居場所づくりを進めていくことに加え、

学校図書館の地域開放などの新たな取組に向けたチャレンジを積み重ねていくことで、

「家庭・地域とともにある学校づくり」につなげていきます。 

 

基本目標に対する指標   

 指標名 基準値 目標値 

主
要
指
標 

アンケートで「学校・家庭・地域が連携して子どもを育

てる環境が整っている」と回答した保護者の割合 
83.6％ 85％ 

参
考
指
標 

学校運営協議会の取組は、社会に開かれた教育課程に

「つながった」と回答した学校数 

小:13校 

中：６校 

高：０校 

小:42校 

中:21校 

高：１校 

学校運営協議会での話し合いから３種類以上の地域学

校協働活動につながった学校運営協議会数 
21協議会 

35協議会 

（全協議会） 

こどもルーム76の待機児童数 147人 ０人 

夏休み子ども教室の参加児童の満足度 92％ 90％以上 

大規模災害時等に引渡し可能な体制を構築している小

中学校数 
40校 63校 

   

 

施策１６ コミュニティ・スクールの活性化 

現状と課題   

柏市では、学校運営協議会を各校に設置し、令和５年度には市立全小中学校が、また、

令和７年度には市立柏高等学校がコミュニティ・スクールとなりました。学校運営協議会

での話し合いを通じて、地域学校協働活動77 を展開しています（p.87参照）。社会に開かれ

た教育課程の実現が求められる中で、学校と地域の連携・協働体制を構築するコミュニテ

ィ・スクールは大きな役割を持っています。学校・家庭・地域の三者が連携しながら、学

校教育目標の実現に向けて持続可能な地域学校協働活動を推進していくことが重要です。 

 
 

76 こどもルーム：柏市における学童保育（放課後児童クラブ）のこと。小学生を対象とした放課後の保育サービスであり、保護者

が働いている間、子どもたちが安全に過ごせる場所を提供することを目的としている 
77 地域学校協働活動：幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした

地域づくり」を目指して、学校と地域が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動 
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柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 「地域の支援」から「地域との連携・協働」へ 

● 個別の活動の総合化・ネットワーク化 

● 地域と学校のコーディネート機能の充実 

● 社会に開かれた教育課程、地域とともにある学校の実現 

 

取組  

16-1 地域学校協働活動の推進・支援  学校教育課 

・学校運営協議会における熟議や、地域学校協働活動推進員の配置による学校と地域のコーデ

ィネートを通じて、保護者や地域住民等が参画する地域学校協働活動を推進します。 

・地域学校協働活動推進員養成講座を実施することで、地域学校協働活動推進員の全校配置を

目指します。 

 また、先進的な取組を行っている地域学校協働活動の視察研修等の実施により、推進員を育

成します。 

・昔遊び等の授業支援や、キャリア教育における事業所の発掘など、教育課程において地域に

根ざした地域学校協働活動を推進します。 

指標 基準値 目標値 

地域学校協働活動推進員を委嘱している学校数 

（＊学校運営協議会の市内小中学校への全校設置が完了した 

  令和５年度を基準とします） 

小：15校 

中：７校 

小：42校 

中：21校 

 

 

 

 

 

 

 

                 

     

写真11 地域学校協働活動の様子 
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施策１７ 子どもの居場所づくり 

現状と課題   

核家族化や共働き世帯の増加など、社会情勢の変化等に伴って、保護者が昼間家庭にい

ない子どもが増加しつつあります。また、夏休み等の長期休暇においても、子どもが安心・

安全に過ごすことができる居場所の確保も重要な課題となっています。 

保護者の就労支援を目的とした「こどもルーム」と、多様な体験を通じて子どもの健や

かな育ちを支える「放課後子ども教室78」を一体的に運営する「アフタースクール事業79」

を推進し、子どもが放課後等に安全・安心に自分らしく過ごせる居場所づくりを進めてい

くことが求められています。 

また、保護者の就労支援をさらに進めていく上で、保育園等の登園時間と小学校の登校

時間の違いにより、保護者の働き方や児童の朝の過ごし方に影響が生じる、いわゆる「小

１の壁」問題を解決するため、子どもの「朝の居場所づくり」を推進していくことも重要

です。 

将来的に、子どもたち自身がそれぞれの発達段階に合わせて、自らが主体的に自分たち

の居場所づくりに携われるような仕組みを考えるなど、子どもたちがチャレンジできる環

境づくりも必要となっています。 

 

柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針での方向性   

● 放課後子ども教室【居場所型】とこどもルームの一体型運営の整備 

● 放課後子ども教室【補充学習型／体験型】や夏休み子ども教室の継続 

  →将来的にアフタースクール事業へ集約 

 

取組  

17-1 アフタースクール事業の推進 アフタースクール課 

全ての児童が安全安心に過ごせる放課後の居場所を提供するために、こどもルームと放課後

子ども教室を一体的に運営する体制を市内小学校全校で実施できるよう、段階的に整備します

（p.87 参照）。 

指標 基準値 目標値 

アフタースクール事業実施校数 ０校 42校 

 

 

 

 

 
78 放課後子ども教室：小学校の特別教室等を活用し、放課後や夏休みに、地域住民の参画を得ながら、学習や様々な体験型講座等

の取組を実施する事業 
79 アフタースクール事業：柏市において実施されている「こどもルーム（学童保育）」と「放課後子ども教室」を一体的に実施す

る事業のこと。小学校において、放課後等に多種多様な体験活動や生活の場を提供することで、希望する全ての児童が安全で安心

して自分らしく過ごすことができる放課後等の居場所の充実を図り、児童の健全な育成を支援することを目的としている 
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17-2 朝の児童の居場所づくり アフタースクール課 

児童が始業前の時間を安全・安心に過ごすことができるよう「朝の居場所づくり」に向けた

検討を早急に進めます。 

指標 基準値 目標値 

「朝の児童の居場所づくり事業」の実施校数 ０校 21校 

 

17-3 夏休み子ども教室の充実 生涯学習課 

・子どもたちの知的好奇心の向上を目的として、夏休み期間中に公共施設等を活用した講座を

実施し、主体的な学びや体験の場の充実を図ります。 

指標 基準値 目標値 

夏休み子ども教室の参加児童数 1,152 人 年 1,300 人 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 12 アフタースクールの活動の様子 

 

施策１８ 家庭への支援 

現状と課題   

共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境

が変化する中、子育てに不安を持つ保護者も多くなっているといわれています。行政と地

域全体で子育て家庭を支え、全ての児童生徒が適切な教育を受けることができるよう支援

することが重要です。 

また、子どもたちが放課後等に安全・安心に過ごせる居場所づくりを進めることを通じ

て、保護者の就労継続を支援していくことも求められています。 

併せて、保護者への支援や子育てに関する情報提供を行うことで、家庭での教育を充実

させていくことも重要です。 
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取組  

18-1 就学援助80費の支給 学校教育課 

支援が必要な方に届くように、就学援助制度の周知に努めるとともに、支給事務を正確かつ

迅速に行います。 

指標 基準値 目標値 

就学援助制度の周知回数 13回 年 13回 

 

18-2 制服のリユース 学校教育課 

就学援助支給世帯を対象とした制服リユース事業（柏市制服バンク）を実施します（p.87 参照） 

指標 基準値 目標値 

柏市制服バンクの登録者数 219件 250件 

 

18-3 みんなの子育て広場の充実 生涯学習課 

家庭教育支援を目的に、保護者同士の子育て情報の共有や交流・学びの場として「みんなの子
育て広場81」を開催し、保護者が参加しやすい環境づくりや企画内容の充実に取り組みます。 

指標 基準値 目標値 

みんなの子育て広場の実施回数 137回 年 170回 

 

17-2 （再掲）朝の児童の居場所づくり アフタースクール課 

児童が始業前の時間を安全・安心に過ごすことができるよう「朝の居場所づくり」に向けた

検討を早急に進めます。 

指標 基準値 目標値 

「朝の児童の居場所づくり事業」の実施校数 ０校 21校 

 

 

 

 

  

 
80 就学援助：経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に就学費用の一部を支給するもの 
81 みんなの子育て広場：子育て中の保護者が情報交換を通じて、仲間づくりや不安・悩みの解消ができるよう開催される話し合い

の場や、命の大切さや情報モラル、子育て等に関する講演会を通した学びの場。学校における各種説明会や授業公開など様々な機

会を利用して開催されている 



 

 
64 

 

施策１９ 防災体制の整備 

現状と課題   

児童生徒が安心・安全に学校生活を送るに当たっては、災害等の緊急事態への対応は必

要不可欠です。いざという時のための防災体制を整備するほか、日頃から防災についての

教育を行い、災害時にあっても混乱することなく安全を確保できるよう環境を整備してい

くことが求められます。 

また、柏中学校区の義務教育学校においては、駅周辺の多様な機能が集約した地区に立

地する学校であることから、災害時の避難所機能の強化を図る観点など、地域の防災力向

上と強靭な都市構造の形成に資する視点も踏まえた学校整備を推進します。 

 

取組  

19-1 学校における防災体制の強化 児童生徒課 

災害時等における各校の児童生徒引渡しマニュアルに基づく体制が構築できていない学校、
教職員の役割を事前に定めていない学校、役割に応じた避難訓練ができていない学校等につい
て、必要な取組の実施を個別に促し、防災体制の向上を図ります。 

指標 基準値 目標値 

事前に定めた役割に応じた訓練を実施している学

校数 
49校 63校 

 

19-2 地域と連携した訓練等の実施 児童生徒課 

地域と連携した訓練や、市の防災部局と連携した講座や好事例の紹介などにより、防災体制

を強化します。 

指標 基準値 目標値 

地域と連携した訓練又は災害対策を実施している

学校数 
46校 63校 
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１ 各施策・取組に関する資料 

 

第 １ 部 

 

    1 令  日 型学校教    最適 学    的 学 （p.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令  日 型学校教          （答申   論解説 （ 部科学省    
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  2   市          学校         策一覧（p.5  

 

 

 市教 委員会作成 
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第 ２ 部 

基本目標１ 子ども主体の学び 

   

  3   的   的 深 学  イメ ジ（p.23  

 

 部科学省 小 中学校 部新教 課程説明会資料   （平成２９年度  

 

    授業時数特例制度 教 課程特例制度（p.24  
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 部科学省 教 課程特例校制度 授業時数特例校制度    

 

  ５  市  む    （見直  後  項  比較 （p.２７  

 市教 委員会作成 

４つの力 重点項目 大切にしたい学びの姿

自己表現 自分の考えを持ち、相手に伝えようとしている。 友達に自分の考え・意見を説明することができる。 伝える力 ③

傾聴 相手の気持ちや考えを遮らずに最後まで聴こうとしている。
話合い活動の際に、他人の意見を最後まで聞くことがで
きる。

傾聴 ③

協働
目標達成や課題解決に向けて、自他の良さや可能性を生かしな
がら一緒に取り組んでいる。

自分だけでは解決できない問題について、友達や先生の
助けを求めて、一緒に取り組むことができる。

協働 ③

相談
困っていることがあるとき、抱え込まずに周囲に支援を求めて
いる。

悩んでいることや心配していることを、先生、友達、保
護者などに相談することができる。

相談する力 ③

自分の長所・短所を含め、自分自身を認めることができ
る。

自己肯定感 ④

ルールが必要となる理由や、なぜ守らなければいけない
かを考えることができる。

規範意識 ④

誰に対しても、温かい心で接することができる。 思いやり ③

自分が相手の立場だったら、どう思うかと想像すること
ができる。

相手の立場に立っ
て考える力

③

見通し 目標達成や課題解決のための見通しや方法を考えている。 物事に取り組むときに、計画を立てることができる。 計画 ①

諦めずに粘り強く取り組むことができる。 粘り強さ ②

分からなかったことを友達や先生に聞いたり、調べたり
することができる。

分かる努力 ①

夢や目標に向かって、近づくための努力をすることがで
きる。

目標への努力 ②

失敗を恐れずに挑戦することができる。 挑戦 ②

学んだ結果、よく分かったこと、あまり分からなかった
ことを整理することができる。

振り返り ①

物事に取り組んだ時に、どうすればもっと良くできるか
考えることができる。

改善 ①

好奇心
探究心

新しいことを知ったり体験したりすることに喜びを感じながら
学んでいる。

将来の夢や目標を持つことができる。 夢・目標 ①

主体性
目的や目標を明確にして、達成に向けて自ら考えて行動してい
る。

課題に自ら取り組むことができる。 主体性 ④

活用
学んだことを活用し、日常生活や地域社会がより良くなるよう
に考えながら行動している。

自分が学んだことを、自分が住んでいる地域や社会の問
題解決に役立てようとすることができる。

地域との関わり ③

※見直し後の項目に合わせて、並び替えて表示（①～④は見直し前の４つの力と見出しの関連）

見直し前の４つの力

見通す力

挑戦する力

関わり合う力

自立する力

自分と相手の気持ちや考えを大切にしながら周囲と関わり合っ
ている。

認め合い

失敗を恐れずに様々な方法を試しながら粘り強く取り組んでい
る。

粘り強さ

思いやり
相手の気持ちや考えを想像して、思いやりを持って行動してい
る。

振り返り

①

②

③

④

自他と
対話する力

自他を
大切にする力

学び続ける力

よりよくしようと
挑戦する力

活動したことについて振り返り、目標達成や課題解決に向けて
の気付きを得ている。

←

←

←

←
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  6  市学校教 情報     （p.28  

 

 

  7 各試験団  デ タ   CEFR   照 （p.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部科学省 各試験団  デ タ   CEFR   照     
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基本目標２ 連続性のある学びの実現 

 

  ８ 小中一貫教  制度（p.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ９ 幼 こ小    め  イメ ジ（p.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」より 

  

 文部科学省「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」（H28）及び兵庫県教育委員会「小中一貫教育リーフレット」

（H28）を参考に柏市教育委員会で作成 

 ※柏市内の園と小学校でフェーズ３の枠組みの部分を目指す 
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基本目標３ 多様な教育ニーズへの対応 

 

 

  10 特  援学級在籍児童生徒数  移（p.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               市教 委員会作成  

 

  1  通級 導教室数 児童生徒数  移（p.38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                         市教 委員会作成 
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  1２ 通級 導教室   状況（p.38  
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  1   市 お  不登校児童生徒数  移（p.40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市教 委員会作成 

 

     部科学省 お   不登校 は 長 欠席者（年度間  ０日以上登校   った児童生徒   

ち 何   心理的 情緒的   的    は社会的要因 背景    児童生徒が登校      

は た       状況   者 （ただ   病気 や 経済的理由   新型コロナウイルス 感染回

避    者 除 。   され  ま 。 

 

  1   市 教 相談 制（p.41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
柏市教育委員会作成 
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  1５ 教  援セ タ 利 者数 移（旧適  導教室 学 相談室 （p.41  

 

                                                           市教 委員会作成 

 

  1６ ス  ルソ  ャルワ カ   相談件数  移（p.41  

 

                                                            市教 委員会作成  
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   ７  市内小 中学校  じめ   件数（p.42  

 
 市教 委員会作成   

   

   ８ 生徒 導 諸課題  然防止 早 発見 ため デジタルコ テ ツ（p.43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 相談  ットフォ ム「STANDBY」 

【令和５年度実績】 

・300 件を超える相談、2、000 件を超えるチャット数 

・令和６年度より、相談業務の委託を実施 

 児童生徒がいじめ等で悩んでいるときに、スマートフ

ォンやタブレットの「STANDBY」アプリから、自治体や学

校が設けた専門の相談員に匿名で報告・相談できるも

の。いじめ等の問題について、早期発見・早期対応がで

きる。 

出典 スタ ドバイ株式会社ホ ムペ ジ   

こころとからだの WEB 健康観察・アンケートアプリ「シャボテンログ」 

↓
児
童
生
徒
の
回
答
画
面 

 シャボテンログは、児童生徒が毎日または定期的なアンケートに回答することで、子どもが自身の自己管理能力

を高めることや、学校が子どもの不調を予見することを目指したもの。文部科学省でも推進されており、実施校は

年々増加している。導入については、趣旨について学校長から賛同を得た学校から実施している。 

出典：経済産業省「未来の教室～learning innovation～」より 

↓
教
師
用
管
理
画
面 

 部科学省は   件数が  学校ほ 教職員が    変  気  や  

         ま 。  件数 増加は  じめ 増加 は   学校が見

逃さず 把握   制     たこ  示    捉   ま 。 



第３部 資料編 

79 

 
 

 
 

 
 

 

第 

３ 

部 

   ９ 日 語 導要請  移（p.45  

 

 市教 委員会作成 
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基本目標４ 学びを支える教育環境の構築 

 

  2０ 在校等時間 ５時間超 割 （令 7年度 令 6年度 比較 （p.47  

 

 市教 委員会作成           

 

在校等時間 ５時間超 割 （    市 令 ６年度年間平均  

 

出典  平均 令 ６年度 教 委員会 お  学校     

改革 ため 取組状況調査  

 平均 令 ６年度 教職員 出退勤時刻 態調査  

市平均 令 ６年度 年間時間外在校等時間調査  

 

 

 

  ２  教職員     向   時間（p.47  

 

 市教 委員会作成 

 

 

  

小学校教員等 中学校教員等

令 ６年度   月 32.1% 44.5%

令 ７年度   月 18.4% 32.2%

 年度比 -13.7% -12.3%

 ５時間超 割 　　※管理職 除 
 象年月  象月

小学校教員等 中学校教員等

24.8% 42.5%

35.1% 46.0%

28.0% 40.0%

 ５時間超 割 　　※管理職 除 

 平均

市平均

 象

 平均
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  2２ 学    教職員    研修（p.49  

 

 

 市教 委員会作成 
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  2  市  高等学校 入学選抜志願者 状況（ 移 （p.51  

 

 市教 委員会作成 
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  2  市 学校   概要（p.54  

 

 市教 委員会作成    

西暦 和暦
普通
学級

特別
支援

1 柏第一小学校 あけぼの1-7-6 柏中央 6,149 1963 Ｓ38 62 604 19 5

2 柏第二小学校 豊四季310 新富 5,497 1965 Ｓ40 60 432 15 5

3 柏第三小学校 若葉町4-54 富里 9,411 1965 Ｓ40 60 1,063 32 9

4 柏第四小学校 松ケ崎1182-9 高田・松ヶ崎 6,092 1969 Ｓ44 56 634 20 3

5 柏第五小学校 柏932-7 柏中央 7,030 1968 Ｓ43 57 896 27 5

6 柏第六小学校 豊四季台4-2-1 豊四季台 5,192 1963 Ｓ38 62 522 18 4

7 光ケ丘小学校 流山市向小金4-20-1 光ケ丘 6,261 1966 Ｓ41 59 894 28 5

8 土小学校 増尾4-4-1 増尾 5,273 1966 Ｓ41 59 440 14 4

9 富勢小学校 布施925-1 富勢 5,592 1965 Ｓ40 60 598 19 6

10 田中小学校 大室1193-3 田中 10,770 1971 Ｓ46 54 916 27 6

11 田中北小学校 大青田1536-1 田中 14,970 2022 Ｒ4 3 1,198 36 7

12 土南部小学校 新逆井1-10-1 南部 5,556 1969 Ｓ44 56 504 17 4

13 柏第七小学校 篠籠田723-1 豊四季台 6,104 1970 Ｓ45 55 883 27 4

14 柏第八小学校 永楽台2-8-1 永楽台 5,663 1971 Ｓ46 54 521 18 5

15 酒井根小学校 酒井根19-2 酒井根 5,592 1971 Ｓ46 54 582 19 5

16 西原小学校 西原4-17-1 西原 6,430 1972 Ｓ47 53 589 19 5

17 旭小学校 旭町6-5-17 旭町 5,560 1973 Ｓ48 52 545 18 4

18 藤心小学校 藤心880-1 藤心 4,424 1974 Ｓ49 51 254 9 3

19 中原小学校 中原1821-1 増尾 6,196 1975 Ｓ50 50 655 21 4

20 酒井根西小学校 酒井根662-1 酒井根 5,024 1976 Ｓ51 49 228 8 2

21 高田小学校 高田376-3 高田・松ヶ崎 5,094 1977 Ｓ52 48 455 16 4

22 名戸ケ谷小学校 名戸ケ谷474-1 増尾 4,903 1976 Ｓ51 49 422 14 4

23 増尾西小学校 増尾台3-5-9 増尾 6,137 1978 Ｓ53 47 566 19 3

24 逆井小学校 逆井452-2 南部 5,870 1978 Ｓ53 47 270 11 2

25 富勢東小学校 布施2176-2 富勢 5,075 1979 Ｓ54 46 100 6 1

26 豊小学校 豊四季610-2 富里 5,048 1980 Ｓ55 45 489 18 4

27 酒井根東小学校 酒井根1-2-1 酒井根 5,285 1981 Ｓ56 44 383 13 3

28 旭東小学校 旭町5-3-9 旭町 4,128 1981 Ｓ56 44 314 12 3

29 松葉第一小学校 松葉町5-3 松葉 6,086 1981 Ｓ56 44 665 20 5

30 花野井小学校 花野井1652-34 田中 5,703 1982 Ｓ57 43 304 12 3

31 松葉第二小学校 松葉町2-16 松葉 5,852 1982 Ｓ57 43 592 19 6

32 富勢西小学校 布施84-2 富勢 5,432 1983 Ｓ58 42 167 7 3

33 十余二小学校 柏の葉4-4-1 田中 5,463 1987 Ｓ62 38 547 18 4

34 風早南部小学校 藤ケ谷新田111-2 風早南部 5,513 2010 Ｈ22 15 241 10 2

35 風早北部小学校 大井1854-1 風早北部 5,967 1969 Ｓ44 56 649 21 7

36 手賀西小学校 泉541 手賀 2,792 1972 Ｓ47 53 92 6 2

37 手賀東小学校 手賀479-7 手賀 3,026 1984 Ｓ59 41 72 6 1

38 高柳小学校 高南台3-14-12 風早南部 5,847 1972 Ｓ47 53 660 22 4

39 大津ケ丘第一小学校 大津ケ丘3-50 風早北部 5,644 1978 Ｓ53 47 308 12 3

40 大津ケ丘第二小学校 大津ケ丘4-8 風早北部 4,515 1978 Ｓ53 47 307 12 3

41 高柳西小学校 しいの木台3-2 風早南部 4,605 1980 Ｓ55 45 244 10 3

42 柏の葉小学校 十余二348-51 田中 13,980 2012 Ｈ24 13 1,347 41 5

254,751 22,152 736 170

1 柏中学校 明原4-1-1 豊四季台 13,405 2001 Ｈ13 24 496 13 3

2 柏第二中学校 弥生町6-6 新田原 7,953 1970 Ｓ45 55 814 22 3

3 土中学校 増尾1-23-1 増尾 5,946 1966 Ｓ41 59 228 7 1

4 富勢中学校 根戸467-1 富勢 7,230 1966 Ｓ41 59 479 14 4

5 田中中学校 大室249-9 田中 6,780 1970 Ｓ45 55 652 18 4

6 光ケ丘中学校 光ヶ丘4-23-1 光ケ丘 6,670 1968 Ｓ43 57 555 15 3

7 柏第三中学校 篠籠田987-1 豊四季台 7,423 1972 Ｓ47 53 546 15 3

8 柏第四中学校 名戸ケ谷1-6-8 永楽台 6,237 1973 Ｓ48 52 415 12 4

9 南部中学校 南増尾6-16-1 南部 6,212 1974 Ｓ49 51 249 8 2

10 柏第五中学校 高田919-1 高田・松ヶ崎 6,695 1977 Ｓ52 48 544 16 2

11 酒井根中学校 酒井根1-3-1 酒井根 7,599 1978 Ｓ53 47 653 18 4

12 西原中学校 西原6-13-1 西原 6,889 1979 Ｓ54 46 519 14 2

13 逆井中学校 逆井555 藤心 7,184 1981 Ｓ56 44 613 16 5

14 松葉中学校 松葉町3-14 松葉 7,268 1981 Ｓ56 44 660 18 4

15 中原中学校 中原1816-2 増尾 6,457 1986 Ｓ61 39 401 12 4

16 豊四季中学校 豊四季287-7 新富 7,050 1990 Ｈ2 35 473 13 3

17 風早中学校 塚崎1319 風早北部 5,768 1967 Ｓ42 58 307 10 2

18 手賀中学校 柳戸690 手賀 3,880 1968 Ｓ43 57 80 3 2

19 大津ケ丘中学校 大津ケ丘1-25 風早北部 7,128 1978 Ｓ53 47 533 16 3

20 高柳中学校 高南台1-1-1 風早南部 6,646 1981 Ｓ56 44 519 15 3

21 柏の葉中学校 柏市十余二337-93 田中 8,866 2018 Ｈ30 7 403 13 2

149,286 10,139 288 63

1 柏高等学校 船戸山高野325-1 田中 19,985 1977 Ｓ52 48 938 29 －

19,985 966 29 －

424,022 33,257 1,053 233

中学校21校 計

高等学校1校　計

学校施設64校 合計

小
学
校

小学校42校　 計

中
学
校

延床面積
（㎡）

建築年度
築後
年数

児童生徒数
（人）

学級数（学級）

名称 住所 20地域
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  2５ 児童生徒数 長   （令 ６年度版 （p.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   市 児童生徒数は 昭 59年度 50,970人 ピ   減少  お  令 6年度は 32,419

人  っ  ま （令 ７年度は 32,291人  ピ  時  約 36.6％減少 。今後 減少傾向    

約 40年後 令 46年度 は 在 約７割 22,222人ま 減少  予測  っ  ま 。 

    ご  み   児童生徒数 変 は中学校区ご  異   市北部 田中中学校区（田中中 田中

小 田中北小 花野井小     中学校区（   中    小 や 駅 徒歩圏内  た  中学校区

（ 中   一小 旭東小    三中学校区（  三中    小   七小    は増加  見込み 

 っ  ま 。一   南部及 沼南   は 今後 全エリ  減少  見込み  っ  ま 。 

 

  ２６  市    望ま  学校規模 通学距離（p.56 57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市          学校           

柏市教育委員会作成 

【望ましい学校規模】 

✓  小学校  学年当た  学級か ４学級 ( 校当た 18学級  24学級) 

✓  中学校  学年当た ４学級か ６学級 ( 校当た 12学級  18学級) 

✓  義務教 学校（    学年当た  学級か ４学級 

                （後   学年当た ４学級か ６学級 (1校当た 30学級  42学級) 

【望ましい通学距離】 

✓  小学校 ２ｋｍ以       中学校 ６ｋｍ以  

※ 小学生 通学距離 時間 関  調査結果や  護者    ケ ト結果 踏ま   。 

※  護者    ケ ト結果や  転車通学 運 状況 踏ま   。中学校 は 学校ご   め 一  通学 

 距離 超  生徒   転車通学 希望  場  は  護者 責任     各学校    道路状況等 踏ま 

   各学校長が 転車通学       許可。 
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■ 小規模校 小学校 17学級以下 中学校 11学級以下 

一  集団規模 確   ため 以下  ずれ        検討  めま 。 

  や学校  情等 踏ま  小規模校   引       こ が適当     場  

は 小規模校  課題    教  策 充  検討 ま 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 大規模校 小学校 25学級以上 中学校 19学級以上 

円滑 学校運営や   たち   め細や   援   ため 将   た 児童生徒数等

 勘案  以下  策      学校及     情 即 た最適  策 検討 ま 。 

 《 策》  必要 学校敷 及 教室等 学校   確  

       必要 教職員 配置 

       学区外就学 制限 

※上記  が困難 場  は 校舎等 増  通学区  変更 学校  離新 等     

検討 ま 。 
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  ２７ 学校給食    （p.58  

 

 

 

  市学校給食将  想改訂版 （令 6年 3月    

 

  

学校給食の目標】 

 安全・安心でおいしい給食を将来にわたり提供し、子どもの健やかな成長につなげる 

 

方針１ 安全・安心な給食を提供する 

・異物混入や食中毒等の発生を防止するため、学校給食衛生管理基準に適合した施設や設備を整

備し、ＨＡＣＣＰ（※1）の概念に基づき、衛生管理を徹底した環境で調理します。また、調理

員が安心して仕事がしやすい環境で作業することが安全・安心な給食につながるため、作業効

率や安全性等を向上させた働きやすい調理場を目指します。 

方針２ 栄養バランスのとれたおいしい給食を提供する 

・学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達や健康の保持増進、正しい食習慣の形

成に大きな役割を果たします。このため、栄養のバランスだけでなく、調理方法の工夫により

おいしい給食を提供します。 

方針３ 食物アレルギーに対応した給食を提供する 

・安全を最優先として、食物アレルギーを持つ児童生徒にも可能な限り対応します。このため、

文部科学省の「食物アレルギー対応指針」等に基づく施設を整備します。また、栄養士の充実

を図り、適切なアレルギー対応が実施できる体制を整備します。 

方針４ 食育を推進する 

・学校給食を「生きた教材」として効果的に活用した食育を推進します。このため、調理の様子

を見ることができる環境等を整備し、施設見学や給食の試食体験を通して、学校給食に対する

理解を深めます。また、地域と協力しながら、地場産物を積極的に活用するなど、地産地消の

取組を促進します。 

方針５ 将来にわたり安定的な給食提供体制を構築する 

本市の児童生徒数は、今後減少していくことが見込まれているとともに、調理の担い手不足

が懸念されるため、財政負担にも配慮しながら、長期的な視点に立った合理的で効率的な施

設整備と運営を行います。 

※１ ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point）とは 

食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の

中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理

の手法です。令和３年６月１日から、原則としてすべての食品等事業者がHACCPに沿った衛生管理に取り組むことになっ

ています。 
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基本目標５ 家庭・地域との連携・協働の推進 

 

  ２８ コミュ ティ ス  ル 概要（p.59  

 

 部科学省 これ   学校    コミュ ティ ス  ル   学校        

 

  ２９  市  フタ ス  ル事業概要（p.61  

 

 市教 委員会作成 

 

   ０  市制服バ  （p.63  

 

 市教 委員会作成  
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２ 意見聴取の実施 

（１）教育に関するアンケート調査 

 Ⅰ 調査の概要 

  １ 調査の目的 

 「教育振興計画」の次期計画策定に当たり、有意義かつ実効性のある計画とするため 

 

２ 調査対象 

 ・柏市に住民登録をされている 16 歳以上の市民 

 ・市立小中高等学校に通う児童生徒（小学２年生・５年生、中学１年生、高校１年生） 

 ・市立小中高等学校の教職員 

 

 ３ 調査期間 

 令和６年 12月５日～令和６年 12 月 27日 

 

 ４ 調査方法 

 郵送による配布、郵送・ＷＥＢによる回収 

 

 ５ 回収状況 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 備考 

 アンケート調査は、「生涯学習推進計画」及び「芸術文化振興計画」の次期計画策定

のための調査も合わせて実施していますが、本資料編においては、「学校での教育」及

び「地域との関わり」に関する設問だけを掲載しています。 

  

対象 配布数 有効回答数 有効回答率 

全体 17,243 通 9,623 通 55.8％ 

１ 市民 4,000 通 1,574 通 39.4％ 

２ 小中学生 10,049 通 6,874 通 68.4％ 

３ 高校生 320 通 260 通 81.3％ 

４ 教職員 2,874 通 915 通 31.8％ 
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 Ⅱ 調査結果 

 １ 市民 

 （１）学校での教育について 

問１ 将来の柏市を考えたとき、子どもたちにどのような大人になってほしいですか。（○は３

つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 問１のような大人になるためには、どのような資質や能力が必要だと思いますか。（○は３

つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,574 ％

夢や希望を持ち、人生を送ることができる人

自分で考え、主体的に行動できる人

社会や周りの変化に対応できる人

多様な価値観（色々な考え方）を認めることがで
きる人

思いやりがあり、優しい人

困難な状況から、立ち直ることができる人

世界的に活躍できる人

様々な社会問題の解決に向けて取り組むことがで
きる人

その他

無回答

43.6

60.0

27.4

41.0

56.1

26.7

8.1

19.4

0.8

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 1,574 ％

基礎的・基本的な知識・技能

問題を解決するための思考力・行動力

自ら主体的に学びに向かう力・姿勢

自分の考えを持って、表現する力

失敗を恐れず挑戦する力

新しいものや考えを生み出す創造的な力

他者への思いやりを持ち、多様な意見や考えを尊
重する力

社会生活に必要な常識やきまりを守る力

集団の中で意見をまとめていくリーダーシップ

違う意見の人と歩み寄って、解決方法を決めてい
く力

その他

無回答

37.0

45.0

33.9

29.0

23.8

11.2

57.5

20.5

4.4

21.5

0.6

1.1

0 20 40 60 80 100
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問３ 柏市における教育的課題だと感じるものは何ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたは、小中学校での教育において、どの取組を特に充実させるべきだと思いますか。

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

学力の向上

道徳心や規範意識などの向上

健康状態や体力の向上

基本的な生活習慣の定着

問題行動やいじめ・不登校への対応

家庭環境などによる教育格差の是正

家庭の教育力の向上

地域の教育力の向上

学校・家庭・地域の連携の強化

幼・保・こ・小・中学校間の連携の強化

学校の施設や設備の改善

教職員の指導力の向上

教職員の働き方の改善

その他

無回答

21.5

42.7

14.1

19.7

33.0

24.1

7.8

10.6

18.7

7.6

13.7

24.0

19.1

2.9

4.0

16.7

37.7

10.2

17.2

67.0

23.0

16.7

3.1

18.7

－

5.9

30.7

19.6

2.9

0.7

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,574）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,787）

％

学力の向上

幼・保・こ・小・中学校間の連携

外国語教育・国際理解教育

理数教育

ICT 教育・情報モラル教育

道徳教育

体験活動の機会

健康維持や体力向上につながる取組

不登校支援

いじめの予防や対応

特別支援教育

日本語教育

校舎などの改修・安全対策

おいしく安全な給食の提供

その他

無回答

36.0

12.5

44.4

12.0

43.8

43.8

38.1

27.6

21.7

44.1

11.4

7.7

17.9

24.5

2.5

1.9

30.8

－

39.6

7.3

12.9

41.4

31.4

9.9

48.4

48.4

8.3

－

6.2

12.3

－

0.5

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,574）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,787）
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問５ あなたは、学校に対して協力していることがありますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたは、学校に対して協力してもよいと思うことがありますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

登下校の交通安全の見守り

クラブ活動や部活動の指導

地域探検の付添い

本の読み聞かせ

学校の授業への協力

学校行事の支援

昔遊びなどを通じての交流

学校の花壇づくり、動物の世話、美化

学校図書館への協力

その他

特にしていない

無回答

9.9

1.8

2.5

1.8

3.5

8.1

0.7

2.1

1.3

3.6

75.0

3.9

12.6

1.6

1.8

1.5

3.7

9.5

1.1

1.9

0.8

9.8

－

68.0

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,574）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,787）

％

登下校の交通安全の見守り

クラブ活動や部活動の指導

地域探検の付添い

本の読み聞かせ

学校の授業への協力

学校行事の支援

昔遊びなどを通じての交流

学校の花壇づくり、動物の世話、美化

学校図書館への協力

その他

協力したいが今はしていない

協力したいと思わない

無回答

20.6

6.2

7.2

7.9

9.4

17.0

3.0

9.8

11.7

2.3

31.4

12.3

5.7

17.5

5.8

3.3

6.5

7.6

16.1

2.4

7.7

8.2

4.9

－

6.6

13.2

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,574）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,787）
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問７ あなたは、学校に対して教育以外にどのようなことを期待していますか。（○は３つま

で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ あなたは、家庭における子どもの教育について、何が大事だと思いますか。（○は３つま

で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 ※令和元年度調査では「その他」はありませんでした。 

 

 

令和６年度調査

（回答者数 = 1,574）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,787）

％

避難所としての安全性

放課後の子どもの居場所

地域の人が集まるコミュニティの場

多世代の交流の場

多様な学びの場

国際交流の活動の場

その他

無回答

55.8

52.9

27.1

22.8

40.2

16.3

1.5

2.6

64.1

46.4

27.9

20.0

33.9

11.5

1.2

4.0

0 20 40 60 80 100

％

基本的な生活習慣の育成

基本的な倫理観の育成

豊かな情操の育成

自立心や自制心の育成

思いやりの心の育成

社会的なマナーの育成

家庭学習の習慣

その他

無回答

65.3

39.9

21.3

32.9

55.9

50.9

9.0

0.7

1.8

66.9

32.7

19.7

36.8

58.4

55.3

12.4

－

0.6

0 20 40 60 80 100

令和６年度調査

（回答者数 = 1,574）

令和元年度調査

（回答者数 = 1,787）
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問９ あなたは、地域における子どもの教育について、何が大事だと思いますか。（○は３つま

で） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※令和元年度調査では「その他」はありませんでした。 

  

 

問 10 コミュニティ・スクール（学校運営協議会）などの地域の教育活動に参加したり、学校支

援ボランティアなどに協力したいと思いますか。（〇は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

模範となる大人の存在

子どもをほめたり、叱ったりする存在

社会の中での礼儀を学ぶ環境

子どもの安全・安心の確保

放課後の子どもの居場所

地域活動や行事による体験の機会

保護者が孤立しないように声掛け・相談のしやす
い環境

その他

無回答

32.7

36.0

49.6

63.4

25.2

22.9

24.8

0.4

1.8

31.7

39.6

50.5

62.6

29.4

25.7

27.9

－

0.8

0 20 40 60 80 100

そう思う（現在行っている） どちらかといえばそう思う あまりそうは思わない

そう思わない 無回答

回答者数 =

　 1,574 4.6 41.0 34.7 15.4 4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）地域との関わりについて 

問 11 あなたは、普段、地域の子ども（小・中学生）とどのように接していますか。（○は３つ

まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 子どもと接していない理由を教えてください。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,574 ％

挨拶・声掛けをしている

登下校や遊んでいるときに見守っている

地域活動を一緒にしている

スポーツ・文化活動の指導をしている

地域の祭りやイベントでふれあう

学校や子どもに向けたボランティア活動で接して
いる

その他

接していない

無回答

40.3

14.5

1.7

1.8

13.0

3.3

1.8

45.6

1.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 718 ％

時間がない

接する機会がない

興味がない

体力的に難しい

子どもとの関わりがストレスになる

その他

無回答

27.0

80.2

5.4

13.9

2.9

5.8

0.7

0 20 40 60 80 100
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２ 小中学生 

（１）学校での生活について 

問２ あなたが学校で楽しいと思うことは何ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※小学２年生、小学５年生へのアンケートでは「部活動」はありませんでした。 

 

 

問３ 学校の授業はどんな勉強方法だと、よりわかりやすいと思いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問１は、回答者の学校名を聞いた設問のため掲載を割愛しています。 

 

回答者数 = 6,874 ％

友達と遊んだり話をしたりすること

先生と話をすること

授業・勉強

給食

自分の興味・関心があることをすること

部活動

その他

楽しいと思うことはない

無回答

91.4

28.2

28.9

55.6

37.3

15.7

5.1

1.5

0.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,874 ％

自分で学習の計画を立て、自分が決めた方法で調
べたり、考えたりする学習
グループで話し合ったり、グループで作品をつ
くったりする学習
実験や観察、校外学習など、実際に見たり、聞い
たり、作ったりして体験する学習
専門家や地域の人たち、海外の人などが学校に来
て、授業をしてくれる学習
タブレットなどのICT機器を、自分の意志で使える
学習
自分の考えを人に伝えたり、文章でまとめたりす
る学習

漢字や計算、英単語などのドリルに取り組む学習

身体を動かす体験学習

無回答

30.3

58.4

53.3

16.5

36.0

17.0

28.8

30.7

0.7

0 20 40 60 80 100
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問４ あなたがいいなと思う先生はどんな先生ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※小学５年生、中学生では「いじめに気が付いて、守ってくれる先生」はありませんでした。 
 
 
 
 

問５ タブレットを使った授業を受けて良かったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 6,874 ％

授業を分かりやすく教えてくれる先生

誰にでも優しく接してくれる先生

えこひいきせず、公平に接してくれる先生

自分のことを気にかけてくれる先生

自分の話や意見をしっかりと聞いて、受け止めて
くれる先生

自分のよいところを認めてくれる先生

だめなことはだめと、はっきりと言ってくれる先
生

いじめに気が付いて、守ってくれる先生

何でも相談にのってくれる先生

安心できる雰囲気をつくってくれる先生

その他

無回答

64.8

58.4

33.7

15.8

19.3

19.8

7.6

21.6

10.5

28.0

2.3

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,874 ％

自分の興味や関心のあることを調べたり、学んだ
りする機会が増えた
分からない部分など、自分が必要な学習内容を探
して選ぶことができるようになった

友達と意見を交換する機会が増えた

はなれた場所にいる人と交流することができた

タブレットを使うことが楽しいと感じた

授業が分かりやすくなった

自分の意見を伝えやすくなった

その他

良かったことはない

無回答

65.0

50.0

32.8

16.8

56.7

42.6

32.6

1.9

3.5

0.7

0 20 40 60 80 100
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問６ 学校の登下校時に大変だと思うことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学２年生、小学５年生では「道が暗い」はあり 

 

問７ “こんな学校だったらいいな”と思うのは、どんな学校ですか。（自由記述） 

    （例：いじめがない学校、すてきな先生がいる学校、居心地がよい学校 など） 

 

 
カテゴリ 

学年別件数 

小学２年生 小学５年生 中学１年生 

１ いじめがない学校 870 800 448 

２ 
みんな仲良い学校 

楽しく、明るい学校 
573 397 315 

３ 優しい先生がいる学校 219 275 142 

４ 公平・平等で、差別のない学校 － 162 116 

５ 広く、設備の充実した学校 15 106 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 6,874 ％

通学バッグが重い

道がせまい、歩きにくい

気温や天気が悪い日

通学距離が遠い

道が暗い

人通りが少ない

その他

大変だと思うことはない

無回答

64.2

18.3

60.1

35.8

3.3

16.6

10.8

7.2

0.7

0 20 40 60 80 100
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（２）地域の人との関わり方について 

問８ どんな地域のイベントなどに参加していますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ あなたは、地域の大人が自分たちを見守ってくれていると感じますか。（〇は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 学校の中に地域の大人（授業のお手伝いやボランティアなど）がいることをどう思います

か。（〇は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 6,874 ％

お祭り

地域清掃

ラジオ体操

児童館や公民館でのイベント

地域でやる防災訓練などのイベント

スポーツ教室・大会

ボランティア活動

その他

参加していない

無回答

86.6

12.2

15.4

20.2

9.4

27.2

15.6

2.2

8.1

0.7

0 20 40 60 80 100

感じる ときどき感じる あまり感じない 感じない 無回答

回答者数 =

　 6,874 47.0 34.8 11.5 4.2 2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

良いと思う 少し抵抗がある 抵抗がある わからない 無回答

回答者数 =

　 6,874 74.0 13.8

3.0

6.6 2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 11 あなたが地域の大人に望むことは何ですか。（〇は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※小学２年生、小学５年生では「地域の行事にスタッフとして参加させてほしい」はありませんでした。 

 

 

 

（３）あなた自身のことについて 

問 18 あなたは困ったことがあったとき、誰に相談しやすいですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 6,874 ％

自分たちの安全を見守ってほしい

あいさつをしてほしい

地域の行事に参加させてほしい

地域の行事にスタッフとして参加させてほしい

世の中のいろいろなことについて教えてほしい

困ったときに相談にのってほしい

放課後の居場所を提供してほしい

間違ったことをしたら、注意してほしい

特に望むことはない

その他

無回答

66.8

27.4

16.1

0.0

23.6

28.3

24.5

20.1

6.5

6.8

0.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,874 ％

お父さんやお母さん、兄弟姉妹などの家族

友達

学級担任の先生

養護教諭（保健室）の先生

学校にいるその他の先生（学級担任の先生や養護
教諭の先生以外の先生）

スクールカウンセラー

地域の人

その他

誰にも相談しようと思わない

無回答

72.7

64.9

35.1

11.8

8.9

5.8

5.4

2.0

9.7

0.6

0 20 40 60 80 100
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問 19 あなたのよいところはどんなところだと思いますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 20 将来はどんな人になりたいですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 6,874 ％

自分の意見をきちんと言えるところ

いろいろなことにチャレンジするところ

家族や友達を大切にできるところ

夢や目標を持っているところ

失敗してもあきらめないで頑張れるところ

その他

思いつかない

無回答

27.9

40.7

47.5

44.1

34.8

3.3

16.8

0.9

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 6,874 ％

リーダーシップのある人

尊敬される人

自分の意見をきちんと言える人

いろいろなことにチャレンジする人

家族や友達を大切にする人

自分から進んで行動を起こせる人

想像力が豊かな人

夢、目標を持っている人

失敗してもあきらめない人

まわりの人をサポートできる人

相手の立場に立って考えられる人

信頼される人

社会や人の役に立てる人

世界に羽ばたく、グローバルな人

その他

わからない

無回答

19.2

29.2

16.5

22.9

40.5

13.0

9.0

21.0

19.5

17.2

8.1

14.3

11.1

10.0

2.8

6.0

0.5

0 20 40 60 80 100
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３ 高校生 

（１）学校での生活について 

問１ あなたはどんな学び方だと、より理解が進むと思いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたがいいなと思う先生はどんな先生ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 260 ％

自分で学習の計画を立て、自分が決めた方法で調
べたり、考えたりする学習
グル－プで話し合ったり、グル－プで作品をつ
くったりする学習
実験や観察、校外学習など、実際に見たり、聞い
たり、触ったりして体験する学習
専門家や地域の人たち、外国の人などが学校に来
て、授業をしてくれる学習
タブレットなどのＩＣＴ機器を、自分の意志で使
える学習
自分の考えを人に伝えたり、文章でまとめたりす
る学習

漢字や計算、英単語などのドリルに取り組む学習

身体を動かす学習

無回答

34.6

47.7

48.1

13.5

21.9

24.2

34.2

39.2

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 260 ％

授業を分かりやすく教えてくれる先生

誰にでも優しく接してくれる先生

えこひいきせず、公平に接してくれる先生

自分のことを気にかけてくれる先生

自分の話や意見をしっかりと聞いて、受け止めて
くれる先生

自分のよいところを認めてくれる先生

だめなことはだめと、はっきりと言ってくれる先
生

いじめに気が付いて、守ってくれる先生

安心できる雰囲気をつくってくれる先生

何でも相談にのってくれる先生

その他

無回答

67.7

38.8

50.0

14.6

20.8

22.7

19.2

0.0

29.6

15.4

0.0

0.4

0 20 40 60 80 100
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問３ タブレットを使った授業を受けて良かったことは何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 学校の登下校時に負担となっていることは何ですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 260 ％

自分の興味や関心のあることを調べたり、学んだ
りする機会が増えた
分からない部分など、自分が必要な学習内容を探
して選ぶことができるようになった

友達と意見を交換する機会が増えた

離れた場所にいる人と交流することができた

タブレットを使うことが楽しいと感じた

授業が分かりやすくなった

自分の意見を伝えやすくなった

その他

良かったことはない

無回答

71.5

56.9

28.1

5.8

32.3

30.0

25.4

0.8

0.4

0.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 260 ％

通学バッグが重い

道が狭い、歩きにくい

気温や天気が悪い日

通学距離が遠い

道が暗い

人通りが少ない

その他

負担は感じていない

無回答

41.5

35.4

61.5

30.8

30.4

9.6

4.2

8.1

0.4

0 20 40 60 80 100
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問５ 学校に、こうあってほしいと思うこと、こんなところを変えてほしいと思うことは、どの

ようなことですか。（自由記述） 

カテゴリ 件数 

１ スマホの使用を許可してほしい 14 

２ 校則やルールの見直し 16 

３ 通学路・交通・通学環境改善 9 

４ 教員の対応・コミュニケーションの改善 7 

５ 試験・評価、情報伝達の改善 5 

６ 施設・設備改善 5 

７ 学食や自販機、購買の充実 5 

８ 授業・教育内容の改善 5 

９ 学校の雰囲気・環境改善 5 

10 部活動の改善 4 

 

（２）地域のかたとの関わり方について 

問６ 地域のイベントなどに参加していますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ あなたは、地域の大人が自分たちを見守ってくれていると感じますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 260 ％

お祭り

地域清掃

ラジオ体操

児童館や公民館でのイベント

スポ－ツ教室・大会

ボランティア活動

その他

参加していない

無回答

58.1

3.8

1.5

4.2

6.9

3.8

0.8

35.8

0.8

0 20 40 60 80 100

感じる ときどき感じる あまり感じない 感じない 無回答

回答者数 =

　 260 26.2 37.7 21.9 7.7 6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問８ あなたが地域の大人に望むことは何ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）あなた自身のことについて 

問 28 あなたは困ったことがあったとき、誰に相談しやすいですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 260 ％

自分たちの安全を見守ってほしい

あいさつをしてほしい

地域の行事に参加させてほしい

地域の行事にスタッフとして参加させてほしい

世の中のいろいろなことについて教えてほしい

困ったときに相談にのってほしい

放課後や夏休みなどに過ごす場所を提供してほし
い

間違ったことをしたら，注意してほしい

特に望むことはない

その他

無回答

38.8

21.2

3.8

4.6

8.8

10.4

26.2

10.4

37.3

0.8

0.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 260 ％

お父さんやお母さん、兄弟姉妹などの家族

友達

学級担任の先生

養護教諭（保健室の先生）

学校にいるその他の先生（学級担任の先生や養護
教諭を除く）

スク－ルカウンセラ－

地域の人

その他

誰にも相談しようと思わない

無回答

62.3

73.5

16.5

5.0

9.6

6.2

2.3

1.9

8.5

0.4

0 20 40 60 80 100
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問 29 あなたのよいところはどんなところだと思いますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 30 将来はどのような人になりたいですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 260 ％

自分の意見をきちんと言えるところ

いろいろなことにチャレンジするところ

家族や友だちを大切にできるところ

夢や目標を持っているところ

失敗してもあきらめずに頑張れるところ

その他

思いつかない

無回答

26.9

24.2

45.0

33.5

28.8

1.5

18.8

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 260 ％

リ－ダ－シップのある人

尊敬される人

自分の意見をきちんと言える人

いろいろなことにチャレンジする人

家族や友だちを大切にする人

自分から進んで行動を起こせる人

想像力が豊かな人

夢、目標を持っている人

失敗してもあきらめない人

まわりの人をサポ－トできる人

相手の立場に立って考えられる人

信頼される人

社会や人の役に立てる人

世界に羽ばたく、グロ－バルな人

その他

わからない

無回答

12.7

37.7

20.4

13.5

32.7

13.8

11.9

21.5

10.4

12.3

10.0

37.3

6.5

3.8

2.3

3.5

0.8

0 20 40 60 80 100
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４ 教職員 

（１）教育や学習に関する取組について 

問４ 将来の柏市を考えたとき、子どもたちにどのような大人になってほしいですか。（○は３

つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 柏市の学校教育で児童・生徒に教えることとして、特に重要だと思うことは何ですか。

（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※問１～３は、「勤務先の校種」や「経験年数」を聞いた設問のため、掲載を割愛しています。 

  

回答者数 = 915 ％

夢や希望を持ち、人生を送ることができる人

自分で考え、主体的に行動できる人

社会や周りの変化に対応できる人

多様な価値観（色々な考え方）を認めることがで
きる人

思いやりがあり、優しい人

困難な状況から、立ち直ることができる人

世界的に活躍できる人

様々な社会問題の解決に向けて取り組むことがで
きる人

その他

無回答

41.4

71.9

32.5

45.4

52.8

33.1

2.2

11.7

0.5

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 915 ％

健康・安全・食に関すること

人権を尊重し、思いやりの心を育むこと

多様性を尊重し、他者と協働しながらグロ－バル
社会に向けた力を育むこと
我が国や市の歴史について理解し、伝統や文化を
尊重すること
障害がある方もない方も共に豊かに生きる共生社
会に関すること
自然環境や資源の有限性等の中で持続可能な社会
をつくること
主権者（国や社会の問題に対して考え、判断し、
行動する人）として求められる力を育むこと

その他

無回答

47.0

80.2

61.6

10.7

33.6

22.0

26.8

1.2

0.4

0 20 40 60 80 100
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問６ 柏市における教育的課題と感じるものは何ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 今後、柏市の学校教育で特に重点をおいて取り組む必要があるものは、どれですか。（○

は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 915 ％

学力の向上

道徳心や規範意識等の向上

健康状態や体力の向上

基本的な生活習慣の定着

問題行動やいじめ・不登校への対応

家庭環境等による教育格差の是正

家庭の教育力の向上

地域の教育力の向上

学校・家庭・地域の連携の強化

幼・保・こ・小・中学校間の連携の強化

学校の施設や設備の改善

教職員の指導力の向上

教職員の働き方の改善

その他

無回答

31.8

34.3

14.3

27.2

34.1

21.4

32.2

5.9

9.4

4.5

18.3

20.7

33.0

0.8

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 915 ％

学力向上のための手だて

小中一貫教育（小中一貫校の設置）

教職員の指導力の向上

小学校における教科担任制

一人ひとりに応じた特別支援教育の充実

外部講師の活用

不登校対策の推進

いじめ未然防止対策の推進

ＰＴＡ活動の活性化

ＣＳ（コミュニティ・スク－ル）の活性化

研究授業のあり方

安全教育や防災教育の充実

教育の多様化に対応する校舎の改修

教育の情報化

教職員の働き方改革

その他

無回答

35.3

4.6

37.8

22.1

24.5

16.4

32.5

10.5

0.4

3.5

11.7

5.2

20.4

8.7

42.8

2.5

0.2

0 20 40 60 80 100
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問８ 子どもたちが望む先生はどのような先生だと思いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 柏市では、「コミュニティ・スクール」「地域学校協働活動」の取組をはじめ、「社会に開

かれた教育課程」の実現に向けた取組が進められています。この取組について、現状として

どのような成果があると考えますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 915 ％

授業を分かりやすく教えてくれる先生

誰にでも優しく接してくれる先生

えこひいきせず、公平に接してくれる先生

自分のことを気にかけてくれる先生

自分の話や意見をしっかりと聞いて、受け止めて
くれる先生
だめなことはだめと、はっきりと言ってくれる先
生

いじめに気が付いて、守ってくれる先生

安心できる雰囲気をつくってくれる先生

何でも相談に乗ってくれる先生

その他

無回答

68.0

14.0

38.9

21.2

53.1

34.8

0.0

54.9

6.9

0.4

0.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 915 ％

特色ある学校づくりを推進できている

学校運営に対する地域からの支援が活性化してい
る

学校運営に保護者・地域の要望を反映できている

学校運営に対する保護者・地域の理解が深まって
いる

保護者・地域が学校を評価できている

学校が多世代交流の場になっている

働き方改革（子どもと向き合う時間の確保）につ
ながっている

子どもの豊かな学びにつながっている

その他

無回答

29.9

40.9

19.2

27.3

21.9

13.0

15.5

25.8

5.0

4.3

0 20 40 60 80 100
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問 10 学校として、地域にどのようなことを求めたいですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 地域とともにある学校（パ－トナ－としての連携・協働関係）づくりを行うために、何が

大切だと思いますか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 915 ％

登下校に関する対応

放課後・夜間における対応

地域ボランティアとの連携調整

児童生徒の休み時間における対応

日々の校内清掃への参加・見守り

部活動の援助

給食時の対応

授業準備・援助

学校行事等の準備・運営

進路指導の援助

読み聞かせ･ 読書指導･ 図書整理等の他, 各校長
が必要と定めるもの

その他

無回答

70.9

40.9

42.1

17.3

33.6

35.7

9.7

32.3

29.8

19.6

9.4

0.0

0.8

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 915 ％

学校だよりやホ－ムペ－ジ等により、学校や子ど
もの様子を積極的に公開する

学校の教育目標や取組を、地域の方々に知らせる

特定の日だけに限らず、授業を積極的に公開する

ゲストティ－チャ－や部活動の指導者等、外部の
人を活用する

登下校時の見守りや本の読み聞かせ、校内環境整
備等、様々な活動を行う学校支援ボランティアを
積極的に受け入れる

地域の施設等を利用した校外学習を進める

地域の方々や保護者が、学校の運営が適切に行わ
れているかを評価する

教育や子どもの問題について、学校・家庭・地域
が話し合う場を設定する

放課後や休日に、学校の施設を積極的に開放する

児童生徒が地域活動に参加する

その他

無回答

41.4

21.9

15.2

37.4

44.8

14.5

4.3

18.7

6.8

28.3

0.8

6.4

0 20 40 60 80 100
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問 12 「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、次のことについて、どの程度実践して

いますか。（１～10の各項目について、あてはまるものにそれぞれ１つだけ○） 

①児童生徒が解決したいと思える課題を設定する 

 

 

 

 

 

 

②単元や授業の目標を明確にして、見通しを持たせる 

 

 

 

 

 

 

③学習内容や身に付いたこと等を振り返らせ、次の学びや生活とのつながりを意識させる 

 

 

 

 

 

 

④学習や活動等に最後まで粘り強く取り組ませる工夫をしている 

 

 

 

 

 

 

⑤児童生徒の思考を促す発問を工夫する 

 

 

  

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 11.6 69.7 14.6 1.3 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 29.5 60.2

6.1

0.4 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 20.3 63.6 11.6 1.3 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 16.6 65.0 13.0 1.4 3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 16.3 67.4 12.1 1.0 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑥自分の考えを基に周りとの交流を通して、自分の考えを深めたり広げたりしている 

 

 

 

 

 

 

⑦多面的・多角的なものの見方に気付かせる工夫をしている 

 

 

 

 

 

 

⑧資料等と向き合い自分の考えを構築する時間の確保をしている 

 

 

 

 

 

 

⑨それぞれの教科等における「見方・考え方」を働かせて学習に取り組ませている 

 

 

 

 

 

 

⑩評価規準を具体化し、指導との一体化を図っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 21.2 61.7 12.6 1.0 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 12.2 63.2 19.9 1.2 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 11.9 61.2 21.9 1.6 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 12.0 66.2 16.7 1.1 3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

できている どちらかというとできている

どちらかというとできていない できていない

無回答

回答者数 =

　 915 16.5 63.6 14.9 1.3 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 13 問 12 の他に「主体的・対話的で深い学び」を実現するために実践していることや課題と

感じていることがありましたらお答えください。（自由記述） 

カテゴリ名 件数 

１ 児童の主体性・自立促進についての課題 30 

２ 時間が不足している（授業・教材研究・準備時間） 22 

３ 対話・グループ活動の充実（話し合いの促進） 19 

４ 学力のばらつきや基礎学力の低下 12 

５ 指導方法や教員指導力の向上 11 

６ ＩＣＴ活用の促進とその課題 9 

７ カリキュラムや授業進行・単元計画の課題 8 

８ 自己評価・振り返り・フィードバックの取り組み 8 

９ 調べ・探求学習の実践充実 7 

10 評価方法・評価手続きの課題 5 

11 研修・教員間連携・研修充実の必要性 5 

12 組織的支援・システムとしての連携不足 5 

13 特別支援教育への対応の課題 4 

14 社会制度・入試・評価制度との乖離 3 

15 学習環境・設備・資源の不足 2 

16 その他 5 

 

 

（２）勤務の状況等について 

問 14 あなたはご自身の職務について忙しいと感じていますか。（○は１つ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

感じている どちらかというと感じている

どちらかというと感じていない 感じていない

無回答

回答者数 =

　 915 43.6 35.4 13.9 3.8 3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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問 15 仕事をするうえで、あなたが、授業を行う以外で、時間を要している業務は、どのような

業務ですか。（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 よりよい教育活動を創出するために必要な働き方改革は何だと思いますか。 

（○は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答者数 = 915 ％

授業の準備

各種行事

学級経営・学年経営

校務分掌

会議・打合せ

学級・学年に関する事務処理

調査・報告書作成

研究・研修

保護者・ＰＴＡ対応

地域・行政・関係団体対応

授業以外での学習指導

児童・生徒指導

部活動指導

登下校指導

その他

無回答

46.7

29.9

12.9

34.9

21.5

22.7

16.6

10.7

17.2

4.9

3.0

16.3

10.9

2.3

6.6

2.7

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 915 ％

教職員間の連携を密にし、仕事を分担する

調査や事務関係の書類の提出を少なくする

会議や研究会の効率化・スリム化を図る

一人一人が業務遂行マネジメントを高める

定時退勤日、ノ－部活デ－、ノ－会議デ－を設け
る

校務分掌の見直し等、校務の効率化を図る

教師自身が、自ら学べる機会（時間）をつくる

年次有給休暇等の計画的な取得を推進する

ＩＣＴ機器の積極的な活用を促進する

家庭や地域との連携・協働を図る

外部人材を活用する

その他

無回答

38.3

54.5

39.3

12.5

13.4

38.8

13.0

12.6

9.0

3.9

25.9

7.7

0.3

0 20 40 60 80 100
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問 17 柏市の教育に関して、課題や問題点、それらを解決していくためにご自身が取り組んでい

ること、取り組みたいこと、柏市の子ども達に大切なこと等がございましたら、ご記入くだ

さい。（自由記述） 

 

カテゴリ 件数 

１ 教員不足・配置について 39 

２ 生徒指導・不登校・自律性の育成 26 

３ 教育改革・制度・カリキュラム改革 23 

４ 働き方改革・業務負担軽減 21 

５ 学習支援・授業改善 18 

６ 教育者育成・研修 17 

７ 家庭教育・保護者連携 11 

８ 校内の人間関係について 11 

９ 地域連携・地域教育 8 

10 部活動・課外活動改革 8 

11 施設・設備・予算改善 8 

14 生徒安全・安心・防犯 7 

15 ＩＣＴ活用・校務効率化 6 

16 その他 2 

 

 

Ⅲ 子どもの意見 

  柏市教育委員会では、アンケートでの子どもたちの意見を踏まえ、本計画を策定しました。 

  

  



第３部 資料編 

115 

 
 

 
 

 
 

 

第 

３ 

部 

（２）パブリックコメント 

   本計画の策定に当たっては、広く市民からの意見を聴き参考とするため、意見公募手続

（パブリックコメント）を実施しました。 
 

 Ⅰ 実施の概要 

計画案の公表日 令和７年１２月１０日（水） 

意見募集期間 令和７年１２月１０日（水）から令和８年１月１４日（水）まで 

市民への周知方法 
意見募集要項の配布（広報かしわ、市ホームページ、市内公共施

設、教育政策課窓口） 
 

 Ⅱ 結果の概要 

  １ 提出方法別                ２ 年齢層別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３ 意見の分類（項目別） 

分類 意見数 

第１部 計画の概要 ６件 

第２部 

基本目標１ 子ども主体の学び ９件 

基本目標２ 連続性のある学びの実現 ５３件 

基本目標３ 多様な教育ニーズへの対応 ２４件 

基本目標４ 学びを支える教育環境の構築 ３７件 

基本目標５ 家庭・地域との連携・協働の推進 １４件 

第３部 資料編 ４件 

その他（体裁や文言の修正、本計画外に関すること） ３件 

計 １５０件 

 

 

  

２９歳以下 ０件 
３０～３９歳 ４件 
４０～４９歳 １件 
５０～５９歳 ３件 
６０～６９歳 １２件 
７０～７９歳 ３６件 
８０～８９歳 ２０件 
９０歳以上 １件 

不明（不記載） ２件 
計 ７９件 

７９件 

インターネット
（指定フォーム、ＦＡＱ）

２７件 

ファクシミリ 　６件 

郵送 　１件 

持参 ４５件 

１５０件 

　意見数

　項目数
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３ 計画策定の経過 

本計画は、柏市教育委員会の附属機関である「柏市教育政策審議会」での審議を経て策

定しました。 

 

（１）審議経過 

 

回 開催日 協議内容 

第１回  
令和７年 
８月 18日 

⚫ 諮問 
⚫ 教育振興計画の概要について 
⚫ 柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針について 
⚫ 計画の施策体系の検討 

第２回  
令和７年 
10月９日 

⚫ 現行計画の評価について 
⚫ アンケート結果について 
⚫ 施策体系、計画の構成、計画（第１案）の検討 

第３回  
令和７年 
11月 25日 

⚫ 計画（第２案）の検討 

第４回 
令和８年 
２月９日 

⚫ パブリックコメントの実施結果 
⚫ 計画（答申案）の確認 
⚫ 答申 
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（２）柏市教育政策審議会委員名簿 

 

                                （令和８年２月９日現在） 

番号 区分 氏名 職等 

１ 

市立学校長 

金岡 幸江 柏市立柏第二小学校長 

２ 山口 祥子 柏市立富勢東小学校長 

３ 伊藤 嘉章 柏市立富勢中学校長 

４ 野口 好美 柏市立光ケ丘中学校長 

５ 遠藤 英宏 柏市立柏高等学校長 

６ 
市立学校 

関係者 

鈴木 道貴 柏市ＰＴＡ連絡協議会長 

７ 入道 和代 柏市立逆井小学校運営協議会長 

８ 

学識経験者 

◎寺本 妙子 開智国際大学教授 

９ 〇丹間 康仁 筑波大学准教授 

１０ 

その他 

高橋 史成 柏市社会福祉協議会地域福祉課長 

１１ 阿部 孝 柏市ふるさと協議会連合会長 

１２ 田嶋 勉 
柏市私立幼稚園協会 

すみれ幼稚園長 

１３ 荒井 真彦 柏市青少年健全育成推進連絡協議会長 

１４ 菅原 綾 
公募委員 

市立学校の児童生徒の保護者 

１５ 松本 早奈恵 
公募委員 

市立学校の児童生徒の保護者 

                                 （◎：会長 〇：副会長） 

 任期：令和７年７月１日から令和７年 10月 31日まで 

    令和７年 11月１日から令和９年 10月 31日まで（任期満了に伴い、全委員を再委嘱） 
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（３）柏市教育政策審議会規則 

令和 5年 10月 26日 

(教)規則第 12号 

(趣旨) 

第 1条 この規則は、柏市附属機関設置条例(平成 8年柏市条例第 6号)に基づき設置された柏市教育

政策審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

(委員) 

第 2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 市立の小学校、中学校又は高等学校の校長 

(2) 市立の小学校、中学校又は高等学校の関係者 

(3) 学識経験者 

(4) その他教育委員会が必要と認める者 

2 前項の規定により委嘱された次の各号に掲げる委員は、それぞれ当該各号に定めるときに委員の職

を失う。 

(1) 前項第 1号に該当する者として委嘱された委員 同号の職を離れたとき。 

(2) 前項第 2号に該当する者として委嘱された委員 同号の関係者としての地位等を離れたとき。 

(会長及び副会長) 

第 3条 審議会に会長及び副会長各 1人を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

4 前 2項の規定にかかわらず、感染症のまん延の防止の必要その他のやむを得ない事情があると会長

が認めるときは、委員に議事に係る意見を求め、その半数以上から意見書の提出があった場合に限

り、会長の決定をもって会議の議決に代えることができる。 

5 会長は、前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、当該決定について委員に報告しなければ

ならない。 

(関係者の出席等) 

第 5条 審議会は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、会議への出席を求めてその意見を聴くこ

と又は資料の提出を求めることができる。 

(審議会の運営等) 

第 6条 この規則で定めるもの及び次条の規定により教育委員会が別に定めるものを除くほか、審議

会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

(補則) 

第 7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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柏教政第１８０号  

令和７年８月１８日  

 

柏市教育政策審議会  

 会長  寺  本 妙  子  様  

 

                柏市教育委員会  

                 教育長   田 牧  徹      

 

 

   柏市教育振興計画の策定について（諮問）  

 

 柏市教育振興計画の策定について，貴審議会に諮問します。  

（４）諮問書 
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（５）答申書 

 


